
慶
長
期
に
お
け
る
徳
川
家
康
の
寺
院
政
策
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学
問
料
を
中
心
に

林

晃

弘

【
要
約
】
　
近
世
初
期
の
寺
院
政
策
に
つ
い
て
は
辻
善
之
助
氏
以
来
の
幕
府
権
力
に
よ
る
統
制
を
重
視
す
る
研
究
史
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
高
田
善
雄
氏

は
寺
院
側
の
働
き
か
け
を
前
提
と
し
た
対
応
で
あ
る
と
し
て
一
方
的
な
統
制
と
い
う
理
解
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
寺
院
行
政
の
基
調
は
学
問
・
仏
法
の

興
隆
に
あ
る
と
し
た
。
本
稿
は
か
か
る
杣
田
氏
の
成
果
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
学
問
・
仏
法
の
興
隆
が
具
体
的
に
政
策
化
さ
れ
た
学
問
料
の
設
定
を
分
析

し
、
徳
川
政
権
の
政
策
的
側
面
を
考
察
し
た
。
学
問
・
仏
法
の
興
隆
政
策
は
顕
密
禅
の
中
心
的
な
大
寺
院
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
、
関
ヶ
原
合
戦
直
後

の
時
期
に
は
相
論
裁
許
の
際
に
寺
領
の
内
で
徳
川
政
権
が
介
入
し
や
す
い
部
分
か
ら
創
出
さ
れ
た
の
に
対
し
、
慶
長
一
〇
年
代
後
半
に
は
行
人
や
公
人
・

諸
役
者
に
配
分
さ
れ
て
い
た
寺
領
を
召
し
上
げ
、
碩
学
の
学
僧
へ
と
集
中
す
る
積
極
的
な
介
入
を
伴
っ
た
も
の
へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
政
策
的
介
入
や
、
そ
れ
へ
の
学
僧
側
の
村
応
の
中
か
ら
学
問
を
一
つ
の
基
準
と
し
た
秩
序
の
形
成
が
進
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
五
巻
五
号
　
二
〇
一
一
【
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

中
世
に
お
い
て
高
い
自
立
性
を
有
し
て
い
た
寺
院
は
、
近
世
に
は
世
俗
政
治
権
力
へ
の
従
属
を
強
め
る
。
武
装
は
解
除
さ
れ
、
公
認
さ
れ
た

諸
宗
派
が
併
存
し
、
所
領
は
朱
印
地
な
ど
世
俗
政
治
権
力
の
認
め
た
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。
ま
た
本
末
・
寺
檀
制
や
宗
教
者
の
編
成
に
よ
り
秩

序
化
が
進
む
。
こ
の
よ
う
な
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
り
変
わ
り
の
な
か
で
生
起
し
た
変
化
は
、
寺
院
側
の
実
態
や
要
点
を
反
映
し
た
も
の
で
も
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あ
る
が
、
世
俗
政
治
権
力
の
直
接
的
・
聞
書
的
政
策
や
背
景
に
あ
る
政
治
的
諸
動
向
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
当
該
期
の
世
俗
政
治
権
力
と
寺
院
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
辻
善
之
助
氏
の
『
日
本
仏
教
史
晦
が
重
要
で
あ
る
。
弾
圧
・
統
制
と
興
隆

の
両
側
面
に
つ
い
て
多
く
の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
今
な
お
参
照
す
べ
き
点
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
近
世
仏
教
史
研
究
の
な
か

で
は
「
近
世
仏
教
堕
落
論
」
と
し
て
克
服
す
べ
き
対
象
と
さ
れ
、
仏
教
と
社
会
・
民
衆
と
の
関
係
究
明
に
力
点
が
置
か
れ
て
き
た
た
め
、
世
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

政
治
権
力
の
寺
院
政
策
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
し
く
検
討
す
る
梅
田
善
雄
氏
の
研
究
な
ど
の
成
果
は
あ
る
も
の
の
、
や
や
等
閑
に
付
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
一
方
、
中
世
患
側
か
ら
は
、
黒
田
俊
雄
氏
の
顕
爵
体
制
論
・
寺
社
勢
力
論
に
導
か
れ
る
形
で
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
黒
田

説
で
は
見
通
し
と
し
て
示
さ
れ
る
に
止
ま
っ
た
中
世
後
期
・
戦
国
期
の
研
究
は
長
く
立
ち
遅
れ
て
い
た
。
近
年
に
な
り
よ
う
や
く
進
展
を
見
せ

つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
中
で
河
内
将
帯
出
の
一
連
の
研
究
は
法
華
宗
や
緊
密
寺
院
の
分
析
を
中
心
に
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
頭
ま
で
の
見
通
し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

示
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。
河
内
氏
は
豊
臣
政
権
期
に
東
山
大
仏
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
千
僧
会
の
分
析
を
通
し
て
、
法
華
宗
・
真
宗
と
い
っ

た
戦
国
期
に
拡
大
し
た
勢
力
を
加
え
た
「
新
儀
の
八
宗
」
と
い
う
枠
組
み
に
近
世
へ
と
つ
な
が
る
宗
教
秩
序
の
基
軸
を
、
千
僧
会
が
月
番
制
と

な
っ
た
点
に
相
互
に
対
等
で
自
立
的
な
宗
派
と
し
て
分
立
し
た
近
世
的
な
有
様
を
兇
出
し
て
い
る
。
こ
の
千
僧
会
は
徳
川
段
階
へ
は
連
続
し
な

い
た
め
、
や
は
り
展
望
に
と
ど
ま
る
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
別
の
観
点
か
ら
そ
の
先
の
展
開
を
具
体
的
に
跡
づ
け
て
い

く
こ
と
が
次
な
る
課
題
と
な
ろ
う
。

　
寺
院
政
策
研
究
と
は
視
角
を
異
に
す
る
が
、
個
別
宗
派
・
寺
院
史
研
究
に
は
一
定
の
蓄
積
が
あ
る
。
重
厚
な
研
究
史
を
も
つ
本
願
寺
・
一
向

　
　
　
⑥

一
揆
研
究
の
み
な
ら
ず
、
各
宗
派
・
寺
院
に
つ
い
て
世
俗
政
治
権
力
と
の
関
係
形
成
や
寺
院
内
構
造
の
変
化
、
地
域
社
会
と
の
結
び
つ
き
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
さ
ら
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
個
別
の
宗
派
や
寺
院
を
軸
と
し
た
場
合
、

宗
派
や
寿
院
間
の
共
通
点
・
相
違
点
、
時
期
的
段
階
差
、
政
策
の
対
象
と
す
る
範
囲
な
ど
は
見
え
に
く
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
徳
川
家
康
が
覇
権
を
握
っ
た
関
ヶ
原
合
戦
以
降
の
慶
長
年
間
を
対
象
に
政
策
の
側
面
を
重
視
し
考
察
を
行
う
。
慶
長
期
は
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近
年
研
究
の
進
展
し
た
豊
臣
期
と
の
関
係
に
迫
る
上
で
鍵
と
な
る
時
期
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
幕
府
の
寺
院
政
策
を
方
向
付
け
た
時
期

で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
慶
長
期
の
寺
院
政
策
研
究
で
は
慶
長
六
（
一
六
〇
一
）
年
の
高
野
山
法
度
を
は
じ
め
、
慶
長
一
三
年
の
延
暦
寺
法
度

以
降
多
数
出
さ
れ
た
寺
院
法
度
の
文
言
の
分
析
に
基
づ
き
、
辻
善
之
助
氏
、
藤
井
学
氏
、
中
村
孝
也
氏
、
圭
室
文
雄
氏
等
に
よ
っ
て
政
権
の
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

制
意
識
や
本
末
制
確
立
へ
の
志
向
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
一
つ
の
通
説
的
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
史
に
対
し
て
重
要
な
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

判
を
行
っ
た
の
が
杣
田
善
雄
氏
の
研
究
で
あ
る
。

　
杣
田
々
は
そ
れ
ま
で
「
寛
永
の
本
末
改
め
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
政
策
を
寺
院
調
査
、
特
に
寺
領
の
調
査
を
主
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
し
、
幕
藩
権
力
は
近
世
初
期
に
お
い
て
は
本
末
鯛
確
立
の
志
向
性
を
持
た
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
慶
長
・
元
和
期
の
寺
院
法
度
を
前
提
に
、

本
末
改
め
、
寺
請
制
へ
と
展
開
す
る
と
い
う
「
上
か
ら
」
の
積
極
的
な
寺
院
統
制
理
解
を
、
予
定
調
和
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
、
そ
の

上
で
初
期
、
と
り
わ
け
慶
長
期
の
寺
院
行
政
に
つ
い
て
は
、
寺
院
社
会
の
内
部
秩
序
に
属
す
る
問
題
に
対
し
て
の
幕
府
の
関
与
は
、
混
乱
を
深

め
て
い
た
寺
院
側
か
ら
の
訴
え
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
先
規
」
「
寺
法
」
の
遵
守
を
促
す
形
で
秩
序
化
が
図
ら
れ
た
、
と
評
価
す
る
。

ま
た
、
慶
長
一
七
年
九
月
二
七
日
付
の
興
福
寺
法
度
発
布
に
至
る
経
緯
か
ら
は
、
初
期
の
寺
院
法
度
は
寺
院
上
層
部
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

え
ら
れ
る
と
い
う
側
面
を
指
摘
す
る
。
か
か
る
木
田
氏
の
見
解
は
豊
臣
期
か
ら
慶
長
期
前
半
の
分
析
を
行
っ
た
伊
藤
真
昭
氏
の
研
究
に
も
継
承

さ
れ
て
お
り
、
「
寺
社
後
援
策
」
と
し
て
同
様
の
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
近
世
初
期
の
寺
院
行
政
は
、
一
方
的
な
統
制
で
は
な
く
、
い
わ
ば

「
受
け
身
・
対
応
型
」
の
非
積
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
は
現
時
点
に
お
い
て
有
力
な
見
解
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
寺
院
側
か
ら
の
働
き
か
け
と
そ
れ
へ
の
対
応
と
い
う
側
面
は
寺
院
行
政
の
も
つ
実
態
の
一
面
を
的
確
に
と
ら
え
た
も
の
と
し
て

高
く
評
価
で
き
る
が
、
杣
田
氏
が
訴
訟
へ
の
対
応
の
中
で
寺
院
の
秩
序
化
が
進
む
と
い
う
、
「
受
け
身
・
対
応
型
」
の
寺
院
行
政
像
を
導
き
出

し
た
論
拠
は
『
本
地
国
師
日
記
』
の
相
論
裁
許
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
相
論
裁
許
と
い
う
性
格
上
、
そ
も
そ

も
政
権
側
は
受
身
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
寺
院
側
か
ら
の
働
き
か
け
へ
の
対
応
の
み
に
収
轍
し
な

い
側
面
を
見
落
し
か
ね
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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た
だ
し
、
杣
田
氏
の
研
究
で
は
右
の
点
に
つ
い
て
も
目
配
り
さ
れ
て
お
り
、
家
康
の
寺
院
行
政
の
基
調
と
し
て
学
問
・
仏
法
の
興
隆
を
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

づ
け
、
高
野
山
宝
性
院
政
遍
の
東
寺
派
遣
や
、
興
福
寺
・
東
大
寺
・
高
野
山
へ
の
学
問
料
の
付
与
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
る
。
し
か
し
、
東

寺
・
五
山
に
対
す
る
学
問
料
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
幕
府
側
の
介
入
が
「
寺
法
」
の
前
に
撤
回
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
消
極
的
に
評
価

し
、
相
論
裁
許
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
寺
院
内
部
の
問
題
に
ま
で
は
踏
み
込
み
え
な
い
幕
府
の
寺
院
行
政
像
と
関
連
付
け
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
。　

こ
の
よ
う
に
氏
に
よ
っ
て
政
策
と
し
て
の
限
界
が
示
さ
れ
た
た
め
か
、
学
問
・
仏
法
の
興
隆
の
側
面
は
こ
れ
以
降
の
研
究
で
は
継
承
さ
れ
て

お
ら
ず
、
そ
の
た
め
当
該
期
の
寺
院
行
政
の
「
基
調
」
と
評
価
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
具
体
的
な
中
身
に
つ
い
て
の
検
討
や
位
置
付
け
は

十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
学
問
・
仏
法
の
興
隆
の
方
針
が
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
た
政
策
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
寺
院
で
み
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

寺
領
内
へ
の
学
問
料
（
碩
学
料
・
学
文
料
）
設
定
に
注
目
す
る
。
学
問
料
政
策
に
関
し
て
は
燗
別
寺
院
研
究
の
中
で
若
干
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
⑫

る
程
度
で
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
慶
長
期
に
学
問
料
や
寺
院
法
度
に
よ
っ
て
学
問
・
仏
法
の
興
隆
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
史
料
上
確
認
で
き
る
事

例
を
順
に
見
て
い
き
、
基
礎
的
な
事
実
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
当
該
期
に
お
け
る
寺
院
政
策
の
特
質
と
展
開
に
迫
り
た
い
。

　
①
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
中
世
篇
一
～
五
・
近
世
篇
一
～
四
（
岩
波
書
店
、
　
　
⑤
安
藤
弥
「
戦
国
期
宗
教
勢
力
論
」
（
中
世
後
期
研
究
会
編
『
室
町
・
戦
国
期
研

　
　
一
九
四
七
～
五
五
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
を
読
み
な
お
す
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
思
幕
閣
出
版
、

②
杣
田
善
雄
欄
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
門
跡
㎞
　
　
　
二
〇
〇
三
年
）
。

③
黒
田
俊
雄
「
中
世
に
お
け
る
顕
示
体
制
の
展
開
」
（
岡
『
日
本
中
世
の
国
家
と

　
宗
教
幅
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
の
ち
同
町
黒
田
俊
雄
著
作
集
　
第
二
巻
　
顕

　
密
体
制
論
㎞
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
）
、
同
「
中
世
皇
儲
勢
力
論
一
（
『
岩
波
講
座

　
日
本
歴
史
』
中
世
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
の
ち
同
歯
黒
田
俊
雄
著
作
集

　
第
三
巻
　
顕
爵
仏
教
と
寺
社
勢
力
㎞
法
蔵
館
、
一
九
九
五
年
）
。

④
河
内
将
軍
『
中
世
京
都
の
民
衆
と
社
会
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同

　
『
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
㎞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
、
同
『
秀
吉
の
大

　
仏
造
立
㎞
（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
）
。

⑥
幡
鎌
一
弘
「
近
世
寺
院
の
脱
呪
術
化
と
官
僚
主
義
に
つ
い
て
」
（
『
佛
教
史
学
研

　
究
』
三
九
－
二
、
一
九
九
七
年
）
、
塚
田
孝
「
近
世
・
寺
院
社
会
の
地
域
史
」

　
（
魍
歴
史
評
論
㎞
六
一
｝
三
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
。

⑦
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
㎏
近
世
篇
二
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
第
四
節
、

　
藤
井
学
「
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
」
（
欝
石
波
講
座
　
目
本
歴
史
』
近
世
ご
一
、
　
一
九

　
六
三
年
、
の
ち
同
『
法
華
文
化
の
展
開
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
年
）
、
中
村
孝
也

　
『
徳
川
家
康
公
園
㎏
（
東
照
富
社
務
所
、
一
九
六
五
年
）
、
調
室
文
雄
『
江
戸
幕
府

　
の
宗
教
統
制
臨
（
評
論
社
、
一
九
七
一
年
）
、
同
『
日
本
仏
教
史
　
近
世
㎞
（
吉
川

　
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
。
近
年
で
は
棉
田
干
鶴
「
幕
藩
制
無
秩
序
に
つ
い
て
の
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一
考
察
」
（
『
日
本
歴
史
㎞
五
三
一
、
一
九
九
二
年
、
の
ち
陰
歌
幕
藩
制
的
秩
序
と

　
御
家
騒
動
㎞
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
に
改
題
・
改
稿
の
上
収
録
）
が
「
盤
澄
・

　
器
用
の
原
理
」
と
し
て
大
名
を
中
心
に
、
公
家
・
寺
社
を
含
め
た
近
世
初
頭
の
秩

　
序
形
成
を
論
じ
て
い
る
。
毒
院
に
関
す
る
部
分
で
は
本
稿
第
三
章
で
扱
う
慶
長
一

　
四
年
八
月
二
八
日
付
の
法
度
な
ど
に
よ
り
立
論
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
法
度
の
性

　
格
や
発
給
に
至
る
背
景
に
つ
い
て
は
留
意
さ
れ
て
い
な
い
。

⑧
杣
匠
善
雄
「
近
世
前
期
の
寺
院
行
政
」
（
『
日
本
史
研
究
㎞
ニ
ニ
三
、
～
九
八
一

　
年
、
の
ち
前
掲
『
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
門
跡
蜘
）
。

⑨
伊
藤
真
昭
「
慶
長
期
に
お
け
る
徳
辮
家
康
と
畿
内
寺
社
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
二

　
八
〔
史
学
編
〕
、
一
九
九
四
年
〉
、
同
「
大
和
の
寺
社
と
西
湘
承
党
」
（
『
佛
教
史
学

　
研
究
』
四
一
丁
二
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
『
京
都
の
寺
社
と
豊
臣
政
権
㎞
（
法
蔵
館
、

　
二
〇
〇
三
年
）
。

⑩
学
問
奨
励
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
㎞
近
世
篤
二
（
前

　
掲
）
が
寺
院
法
度
制
定
の
主
義
の
～
つ
と
し
て
、
ω
学
問
器
量
に
よ
る
僧
侶
の
任

　
官
、
②
学
問
奨
励
の
た
め
の
寺
領
・
金
子
の
支
給
、
紛
論
議
の
開
催
と
聴
聞
、
㈲

　
研
学
の
た
め
の
僧
の
遊
学
支
援
を
あ
げ
て
い
る
。

⑪
　
学
問
料
に
つ
い
て
は
史
料
上
「
学
文
辞
」
「
碩
学
料
扁
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ

　
と
も
あ
る
。
呼
称
を
使
い
分
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
史
料
の
引

　
用
を
除
き
「
学
問
料
」
に
統
一
し
論
を
進
め
る
。
ま
た
、
学
問
料
と
し
て
金
・
銀

　
な
ど
が
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
（
㎎
新
訂
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
一
八
年
九
月

　
八
日
条
な
ど
）
が
、
本
稿
で
は
寺
領
の
な
か
に
設
け
ら
れ
た
も
の
に
限
定
し
た
。

⑫
伊
藤
真
昭
「
戦
国
・
織
豊
期
の
天
龍
寺
詣
塔
頭
に
つ
い
て
扁
（
原
田
正
俊
編

　
咽
天
龍
寺
文
書
の
研
究
協
雷
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。
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一
　
豊
臣
期
に
お
け
る
寺
院
へ
の
学
問
奨
励

　
慶
長
期
の
畿
内
近
国
に
お
け
る
徳
川
家
康
の
諸
政
策
は
、
豊
臣
氏
の
「
大
老
」
と
し
て
の
権
限
の
延
長
上
に
開
始
さ
れ
る
。
寺
僧
の
学
問
を

重
視
す
る
方
針
に
つ
い
て
も
文
禄
年
間
に
豊
臣
政
権
が
示
し
た
寺
院
に
対
す
る
学
問
奨
励
政
策
の
系
譜
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
指
摘
が

　
①

あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
先
行
研
究
に
よ
り
つ
つ
寺
僧
に
対
す
る
学
問
奨
励
を
中
心
に
豊
臣
期
の
寺
院
政
策
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
秀
吉
が
寺
僧
の
学
問
に
つ
い
て
言
及
し
た
史
料
の
う
ち
早
い
も
の
と
し
て
は
、
紀
州
攻
め
の
際
に
秀
吉
に
降
っ
た
高
野
山
に
宛
て
た
天
正
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

三
（
一
五
八
五
）
年
四
月
一
〇
日
付
の
七
ヶ
条
の
条
々
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
三
条
に
は
「
寺
僧
・
行
人
、
其
外
僧
徒
学
文
嗜
無
之
、

不
調
武
具
鉄
砲
以
下
被
持
置
段
、
悪
逆
無
道
学
事
」
、
第
四
条
に
は
「
大
師
如
置
目
、
寺
僧
・
行
人
以
下
心
持
被
相
嗜
、
可
融
専
仏
事
勤
行
」

と
あ
る
。
寺
僧
が
石
文
も
修
め
ず
、
武
具
を
所
持
し
て
い
る
点
を
問
題
面
し
、
仏
事
勤
行
に
専
念
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
寺
院
の
武
力
を
否

定
し
、
そ
の
代
わ
り
に
仏
事
勤
行
や
学
問
が
寺
僧
の
本
分
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。



　
文
禄
年
間
に
な
る
と
寺
僧
に
対
す
る
学
問
奨
励
は
顕
著
に
な
る
。
研
究
史
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
豊
臣
政
権
期
の
寺
院
へ
の
学
問
奨
励
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

関
す
る
法
令
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、
文
禄
元
（
～
五
九
二
）
年
一
二
月
の
五
山
寺
院
に
対
す
る
関
白
豊
臣
秀
次
の
条
々
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
『
天
龍
寺
文
書
の
研
究
隠
七
四
一
号

　
　
　
就
学
問
之
儀
五
山
江
被
仰
出
条
々

慶長期における徳川家康の尊院政策（林〉

、
於
相
国
寺
鹿
苑
院
・
東
福
寺
南
昌
院
、
月
次
聯
句
鉾
詩
会
可
有
之
事
、

、
会
席
料
一
会
仁
可
為
五
石
宛
、
但
於
連
衆
重
者
随
其
可
被
仰
付
事
、

、
於
相
嗜
学
問
仁
躰
者
、
不
依
老
若
貴
睦
被
加
相
当
助
成
、
其
上
出
世
官
銭
之
造
作
以
下
無
燈
可
被
仰
付
事
、

、
不
学
之
僧
侶
出
之
以
出
世
機
雷
銭
、
可
下
行
干
会
席
料
、
井
無
腰
学
問
僧
之
扶
助
不
足
之
所
者
可
早
急
付
、
於
向
後
窟
銭
思
為
会
席
料

永
代
被
召
上
間
敷
事
、

一
、
自
今
以
後
錐
為
居
住
干
寺
領
少
分
之
寺
、
於
達
学
問
仁
者
不
学
之
衆
寺
領
過
分
有
之
寺
仁
引
替
可
悪
念
付
事
、

右
年
来
就
学
問
由
断
既
及
廃
絶
旨
被
聞
召
条
々
被
仰
出
畢
、
思
量
可
燃
肝
要
者
也
、

　
　
文
禄
元
年
十
～
…
月
日
　
　
　
　
　
　
　
（
秀
次
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
龍
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
れ
と
同
文
の
も
の
は
南
禅
寺
と
東
福
寺
に
も
残
さ
れ
て
い
る
。
月
次
の
聯
句
・
詩
会
開
催
（
第
一
条
）
と
、
そ
れ
へ
の
経
済
的
支
援
（
第

二
条
）
、
学
問
に
秀
で
た
僧
に
対
す
る
助
成
（
第
三
・
四
・
五
条
）
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
特
に
第
五
条
で
学
問
の
達
者
を
過
分
の
寺
領
を
有
し

て
い
る
「
不
学
之
衆
」
の
子
院
へ
移
住
さ
せ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

　
第
二
に
、
文
禄
三
年
四
月
日
付
で
所
司
代
の
玄
以
に
よ
り
次
の
条
々
が
出
さ
れ
て
い
る
。
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【
史
料
二
】
「
妙
心
寺
文
書
」
七
（
京
都
大
学
古
文
書
室
架
蔵
影
写
本
）

　
　
　
条
々

一
、
其
宗
躰
く
の
学
問
を
嗜
、
勤
行
等
弥
不
可
有
僻
怠
事
、

～
、
女
犯
肉
食
之
儀
元
来
法
度
儀
錐
為
勿
論
、
猶
以
其
住
持
長
老
よ
り
弟
子
同
宿
堅
く
相
律
、
狸
無
之
様
二
可
被
申
付
、
弟
子
同
宿
衆
者
又
住
持
・
長
老
之

　
行
儀
を
相
改
、
互
無
占
断
、
毎
月
一
札
を
仕
、
仏
祖
開
山
之
前
二
可
被
備
、
其
外
年
中
二
一
度
起
請
を
書
、
奉
行
へ
可
被
上
候
事
、

一
、
行
儀
不
可
然
躰
と
相
見
へ
候
出
家
ハ
、
堅
豊
野
襲
寺
を
可
令
追
放
、
さ
様
之
段
由
景
況
て
￥
其
寺
中
二
難
為
～
人
乱
行
之
僧
於
在
争
議
、
惣
衆
中
共
以

　
可
為
曲
言
事
、

右
被
　
仰
出
旨
趣
、
無
占
断
磁
器
船
守
、
無
難
王
城
之
諸
寺
、
都
鄙
物
詣
之
面
々
上
下
万
民
詳
論
迄
殊
勝
二
存
、
感
涙
を
も
よ
ほ
し
、
諸
旦
那
令
営
門
、
仏

法
繁
昌
二
候
様
二
可
被
相
嗜
者
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
部
卿
法
印

　
　
文
禄
三
年
四
月
日
　
　
　
玄
以
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
寺
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
対
象
は
京
都
の
寺
院
で
あ
り
、
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
妙
心
寺
・
本
能
寺
の
ほ
か
東
寺
関
係
の
史
料
に
も
写
し
が
あ
る
。
学
問
・
勤
行
を

慨
怠
な
く
行
う
こ
と
（
第
｝
条
）
を
は
じ
め
、
住
持
と
弟
子
の
相
互
監
視
と
、
起
請
文
の
作
成
・
提
出
（
第
二
条
）
、
行
儀
心
血
の
僧
の
追
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
第
三
条
）
を
定
め
る
。
河
内
将
薫
製
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
法
華
宗
や
林
下
に
対
し
て
も
学
問
を
奨
励
し
て
い
る
点
に
新
し
さ
が
あ
る
。
ま

た
、
妙
心
寺
で
は
こ
れ
に
対
応
す
る
定
書
が
作
成
さ
れ
、
大
徳
寺
で
は
第
二
条
に
み
え
る
起
請
文
作
成
に
関
す
る
史
料
が
あ
る
こ
と
が
伊
藤
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

昭
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
能
寺
で
は
第
二
条
の
肉
食
禁
制
に
関
す
る
法
度
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
第
三
に
、
翌
文
禄
四
年
八
月
三
日
付
の
「
御
掟
追
加
」
が
あ
る
。
「
御
意
」
、
「
御
掟
追
加
」
は
大
名
・
公
家
・
寺
社
と
全
領
・
王
層
を
対
象
と
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慶長期における徳川家康の寺院政策（林）

し
た
豊
臣
政
権
唯
一
の
法
令
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
「
御
澄
追
加
」
第
二
条
に
は
「
一
、
諸
寺
社
儀
、
寺
法
・
社
法
如
先
規
相
守
、
専
修

造
・
学
問
・
勤
行
不
可
致
由
難
事
」
と
あ
る
。
寺
法
・
社
法
の
遵
守
と
、
修
造
・
学
問
・
勤
行
は
、
豊
臣
政
権
が
寺
社
に
対
し
て
求
め
た
姿
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
法
令
に
加
え
、
文
禄
四
年
九
月
よ
り
東
山
大
仏
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
千
僧
会
も
寺
僧
に
対
す
る
学
問
奨
励
の
～
環
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
。
河
内
将
芳
氏
は
公
儀
の
主
催
す
る
公
的
な
法
会
で
あ
る
大
仏
千
僧
会
を
、
各
宗
が
そ
の
勤
行
や
学
問
の
成
果
を
発
揮
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

場
と
し
て
準
備
さ
れ
た
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
以
上
の
よ
う
に
豊
臣
政
権
期
に
お
い
て
は
特
に
文
禄
年
間
か
ら
勤
行
と
並
ん
で
学
問
が
寺
僧
の
本
分
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
こ

こ
で
は
林
下
や
法
華
宗
を
含
め
一
律
に
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
引
き
受
け
つ
つ
、
関
ヶ
原

合
戦
後
の
徳
川
政
権
は
ど
の
よ
う
に
寺
院
に
対
し
た
の
か
、
次
章
以
下
で
検
討
を
加
え
て
い
く
。

③
　
例
え
ば
『
京
都
の
歴
史
四
　
桃
山
の
開
花
㎞
（
學
藝
書
林
、
　
一
九
六
九
年
）
第

　
二
章
第
三
簾
「
社
寺
の
復
興
」
、
藤
井
学
氏
執
筆
部
分
。

②
凹
大
日
本
古
文
書
高
野
山
文
轡
㎞
ム
＝
号
。

③
門
史
料
二
・
【
史
料
【
二
は
辻
善
之
助
㎎
日
本
仏
教
史
』
近
世
篇
一
（
岩
波
轡

　
店
、
一
九
五
二
年
）
が
早
く
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

④
『
南
禅
寺
文
書
』
中
巻
、
三
〇
四
号
。
㎎
大
日
本
古
文
書
東
福
寺
文
書
㎞
四
六

　
号
。

⑤
『
本
能
寺
史
料
中
世
篇
睡
二
＝
一
号
。
門
文
化
四
年
丁
卯
五
月
知
行
方
一
件
書

　
物
之
控
」
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
架
蔵
写
真
帳
「
東
寺
公
入
蜷
用
心
文
書
偏
第

　
；
一
分
冊
）
に
書
上
げ
ら
れ
た
案
文
の
「
四
十
六
」
号
。

⑥
河
内
将
芳
「
近
世
移
行
期
の
権
力
と
教
団
・
寺
院
」
（
糊
日
本
史
研
究
㎞
四
五
二
、

　
二
〇
〇
〇
年
、
の
ち
前
掲
『
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
暁
）
。

⑦
伊
藤
真
昭
「
豊
臣
政
権
に
お
け
る
寺
社
政
策
の
理
念
」
（
唖
ヒ
ス
ト
リ
ア
睡
一
七

　
六
、
二
〇
〇
～
年
）
。

⑧
『
本
能
寺
史
料
中
世
篇
㎞
ニ
暴
露
。

⑨
　
　
噸
大
日
本
古
文
蹴
田
　
浅
野
家
文
蹴
畠
　
二
山
ハ
山
ハ
ロ
万
。

⑩
例
え
ば
高
埜
利
彦
m
近
世
社
会
と
宗
教
」
（
商
埜
利
彦
・
安
田
次
郎
編
『
宗
教

　
社
会
史
㎞
山
川
出
版
社
、
工
○
～
二
年
）
。

⑪
　
河
内
将
芳
「
近
世
移
行
期
の
権
力
と
教
団
・
寺
院
」
（
前
掲
）
。

⑫
根
笹
哲
［
豊
臣
政
権
に
お
け
る
寺
社
支
配
の
理
念
」
（
『
日
本
史
研
究
睡
四
五
五
、

　
二
〇
〇
〇
年
）
は
こ
の
時
期
の
豊
臣
政
権
の
寺
社
政
策
に
「
学
問
」
と
い
う
理
念

　
が
登
場
す
る
背
景
と
し
て
木
食
応
其
か
ら
の
影
響
を
想
定
し
て
い
る
。
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二
　
家
康
の
上
方
寺
院
行
政
開
始
期
の
学
問
料
（
慶
長
五
年
～
…
○
年
）

　
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
九
月
の
関
ヶ
原
合
戦
の
勝
利
に
よ
り
、
す
ぐ
さ
ま
豊
臣
氏
の
「
大
老
」
と
し
て
の
立
場
か
ら
自
由
に
な
っ
た
わ
け

で
は
な
い
も
の
の
、
家
康
は
圧
倒
的
な
政
治
的
地
位
を
手
に
す
る
。
ま
た
、
こ
の
諸
大
名
を
二
分
し
た
合
戦
の
結
果
は
、
畿
内
や
そ
の
周
辺
の

寺
院
の
内
部
秩
序
へ
も
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
章
で
は
ま
ず
慶
長
～
○
年
ま
で
の
学
問
料
の
事
例
を
見
て
い
く
。

（
1
）
　
興
　
　
福
　
　
寺

　
大
和
で
は
郡
山
城
の
増
田
長
盛
が
失
脚
し
、
同
国
の
主
要
な
部
分
は
徳
川
氏
の
直
接
把
握
す
る
地
域
と
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
興
福
寺
で
は

寺
院
運
営
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
騒
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
一
所
衆
と
い
う
寺
僧
集
団
が
自
ら
の
寺
院
運
営
の
正
当
性
を
訴
え
出
た
た
め
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
る
。
こ
の
相
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
を
参
照
し
つ
つ
展
開
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
天
正
一
三
（
一
五
八
五
）
混
織
八
月
に
豊
臣
秀
長
が
大
和
へ
入
国
す
る
と
、
一
所
衆
が
そ
れ
ま
で
寺
務
組
織
の
中
核
と
し
て
寺
院
運
営
を
撮

っ
て
き
た
五
師
衆
の
私
曲
を
訴
え
出
た
。
そ
の
結
果
一
所
衆
は
五
師
衆
に
代
わ
り
惣
寺
の
下
行
や
神
供
の
沙
汰
を
行
う
権
限
を
得
た
が
、
秀
長

と
そ
の
跡
を
継
い
だ
秀
保
が
没
し
、
代
わ
っ
て
増
田
長
盛
が
入
国
す
る
と
、
五
師
衆
の
側
か
ら
一
所
衆
の
沙
汰
は
先
規
に
背
く
も
の
と
し
て
訴

訟
が
起
こ
さ
れ
た
。
こ
こ
で
秀
吉
は
　
所
衆
を
退
け
る
こ
と
と
し
、
五
師
衆
を
中
心
と
す
る
運
営
に
回
帰
し
た
。
し
か
し
関
ヶ
原
合
戦
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

増
田
長
盛
が
失
脚
し
た
こ
と
を
受
け
、
一
所
衆
は
寺
院
運
営
権
の
回
復
を
期
し
、
家
康
の
下
へ
訴
え
出
た
。
か
か
る
動
き
に
対
し
て
、
五
師

衆
・
一
乗
院
門
跡
尊
勢
が
大
坂
へ
赴
き
、
家
康
に
よ
る
裁
許
が
な
さ
れ
た
。
次
の
史
料
は
そ
の
時
の
様
子
を
伝
え
聞
い
た
春
日
社
の
正
回
議
臣

祐
範
が
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
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【
史
料
三
】
「
祐
範
記
」
慶
長
五
年
＝
月
　
六
日
条
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
様
）



　
　
　
　
　
　
（
尊
勢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
川
家
旗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
乗
院
奪
勢
）

一
、
十
六
日
、
一
乗
院
様
大
坂
へ
御
越
也
、
従
内
府
様
寺
社
之
事
可
有
御
尋
由
也
、
五
師
衆
・
一
所
衆
訴
訟
、
御
門
跡
様
同
前
ニ
テ
御
判
断
ア
リ
、
先

　
　
　
　
（
豊
臣
秀
吉
）

規
ト
云
、
太
　
閤
御
朱
印
ト
云
、
尽
五
師
衆
被
申
処
其
道
理
勿
論
之
問
、
前
々
不
音
締
寺
社
之
儀
為
五
師
職
可
申
付
劇
画
仰
付
者
也
、
諸
事
　
一
門
様

御
意
之
旨
、
五
師
衆
伺
申
憲
法
二
可
仕
事
専
一
也
、
御
門
跡
蟹
隈
モ
興
研
油
断
毎
事
賢
路
二
可
赤
革
付
由
、
内
府
直
談
二
被
駅
渡
、
　
御
門
跡
様
井
五
師

衆
へ
一
書
被
相
出
了
、
　
朱
印
之
段
御
門
跡
ヘ
ハ
揮
入
ト
テ
自
判
、
五
師
衆
ヘ
ハ
朱
印
也
、
先
以
寺
社
之
大
慶
不
過
之
也
、
五
千
石
之
公
用
井
二
千
石
修

理
方
也
、
如
前
々
五
師
衆
始
末
也
、
但
二
千
石
ニ
チ
ハ
寺
社
之
修
理
見
事
ニ
ハ
不
可
成
候
、
少
破
之
時
能
々
可
加
修
理
ト
云
々
、
及
大
破
難
適
所
考
　
内

府
ヨ
リ
可
逆
仰
付
之
条
二
千
石
之
中
千
石
修
理
方
、
残
千
石
者
衆
僧
之
学
問
料
二
可
分
給
之
由
被
仰
渡
、

無
隠
、
於
天
下
一
大
事
深
義
候
問
、

御
物
語
之
条
記
概
之
者
也
、

別
三
軍
学
問
法
文
無
退
転
様
二
可
被
仰
付
通
、

　
　
　
　
　
　
　
　
南
都
之
教
学
諸
宗
不
脳
幹
者
学
業
難
成
旨
其
聞

御
門
跡
様
へ
再
三
之
被
仰
様
、
当
寺
眉
目
不
及
是
非
ト
云
々
、
一
々

慶長期における徳川家康の寺院政策（林〉

　
家
康
は
秀
吉
に
よ
る
決
定
を
踏
襲
す
る
形
で
五
師
衆
の
理
運
と
の
判
断
を
下
し
、
｝
乗
善
業
勢
に
判
物
、
五
師
衆
に
朱
印
状
を
与
え
寺
院
運

営
の
権
限
を
認
め
た
。
本
稿
の
関
心
か
ら
は
傍
線
部
に
注
目
す
る
。
家
康
は
「
南
都
之
教
学
」
は
「
天
下
一
大
事
」
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
、

五
師
衆
に
運
営
を
任
せ
る
こ
と
と
し
た
修
理
方
二
〇
〇
〇
石
の
内
～
○
○
○
石
を
割
き
「
衆
僧
之
学
問
料
」
と
す
る
決
定
を
し
、
「
学
問
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

行
い
「
法
文
」
が
退
転
し
な
い
よ
う
命
じ
た
。
こ
の
こ
と
は
判
物
・
朱
印
状
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
興
福
寺
の
碩
学
の
僧
に

は
各
院
家
の
所
領
に
加
え
、
学
問
料
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
学
問
料
の
配
分
は
、
興
福
寺
の
内
部
で
の
調
整
を
経
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

慶
長
七
年
四
月
末
に
よ
う
や
く
決
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
2
）
高
　
野
　

山

　
次
に
高
野
山
の
事
例
で
あ
る
。
高
野
山
に
お
い
て
も
関
ヶ
原
合
戦
の
影
響
を
う
け
、
寺
内
の
秩
序
が
大
き
く
変
動
し
た
。
秀
吉
の
も
と
で
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

内
に
お
い
て
絶
大
な
権
限
を
有
し
て
い
た
木
食
応
其
が
、
大
坂
方
に
協
力
的
な
動
き
を
し
た
こ
と
か
ら
近
江
学
道
寺
に
隠
棲
し
た
た
め
で
あ
る
。
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⑥

そ
れ
を
受
け
、
応
其
「
内
議
」
の
行
人
文
殊
院
勢
誉
が
、
応
其
の
地
位
を
継
承
し
よ
う
と
、
家
康
に
対
し
て
高
野
山
に
お
け
る
支
配
権
の
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
求
め
、
一
　
月
六
日
時
点
で
「
山
上
山
下
諸
職
之
儀
」
を
悉
く
任
せ
置
く
と
い
う
御
謎
を
得
た
。

　
こ
の
よ
う
な
文
殊
優
勢
誉
の
動
き
は
、
学
侶
の
反
発
を
招
く
も
の
で
あ
っ
た
。
慶
長
六
年
三
月
、
学
侶
側
と
し
て
は
行
人
の
支
配
に
従
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
と
は
な
く
、
か
か
る
状
況
は
弘
法
大
師
以
来
の
先
規
に
背
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
家
康
に
訴
え
出
た
。
同
年
五
月
に
は
裁
定
が
な
さ
れ
、

家
康
は
学
侶
の
訴
え
を
認
め
、
寺
領
を
学
侶
（
九
五
〇
〇
石
）
・
行
人
（
＝
五
〇
〇
石
）
に
二
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
慶
長
六
年
五
月
～
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

日
付
で
領
知
判
物
を
発
給
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
学
侶
に
宛
て
た
法
度
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
学
問
料
に
つ
い
て
定
め
た
四
ヶ
条
目
に

注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
青
巌
寺
分
の
二
〇
〇
〇
石
の
内
、
一
〇
〇
〇
石
を
住
持
・
検
校
の
諸
賄
の
料
に
、
残
り
の
　
○
○
○
石
を
学
侶
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

碩
学
八
人
に
配
分
し
、
欠
員
が
で
た
場
合
に
は
器
量
の
学
者
を
膓
次
に
任
せ
て
昇
進
さ
せ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
法

度
・
宛
行
状
と
同
日
付
で
寺
社
行
政
を
担
当
す
る
嬉
笑
承
党
・
閑
室
元
信
連
署
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
「
碩
学
昇
進
之
騰
次
」
と
い
う
史
料
が
あ

⑪る
。
宝
性
院
ら
八
人
の
碩
学
に
対
す
る
学
問
料
の
配
分
と
、
こ
れ
以
降
碩
学
に
昇
進
す
る
候
補
の
僧
に
つ
い
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
史
料
に
は
昇
進
の
情
報
も
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
慶
長
一
五
年
七
月
ま
で
は
右
の
書
上
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
本
史
料
が
留
年
元
信
ゆ
か
り
の
寺
院
で
あ
る
肥
前
三
岳
寺
に
残
さ
れ
た
こ
と
か
ら
元
借
が
寂
す
る
慶
長
一
七
年
五
月
ま
で
有
効

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
政
権
は
高
野
山
の
学
問
者
を
把
握
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
な
お
、
青
巌
寺
は
秀
吉
が
母
天
瑞
寺
殿
追
善
の
た
め
に
建
立
し
た
寺
院
で
あ
り
、
天
正
二
〇
年
八
月
四
日
付
で
寺
領
一
〇
〇
〇
〇
石
が
寄
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
、
そ
の
う
ち
七
〇
〇
〇
石
を
西
中
に
、
一
〇
〇
〇
石
を
青
巌
寺
の
運
営
に
、
残
り
を
修
理
料
に
用
い
る
よ
う
に
と
割
り
振
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

関
ヶ
原
合
戦
ま
で
は
開
基
と
な
っ
た
木
食
応
其
の
管
轄
下
に
あ
り
、
応
其
の
後
住
に
は
「
学
匠
」
を
選
ぶ
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
に
慶
長
六
年
の
学
侶
の
訴
訟
に
お
い
て
は
青
巌
寺
住
持
に
関
す
る
条
項
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
応
其
の
失
脚
に
よ
り
帰
属
が

曖
昧
と
な
っ
た
部
分
が
学
問
料
の
源
泉
と
な
っ
た
。

42　（760）



（
3
）
　
東
　
　
大
　
　
嵜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
東
大
寺
に
学
問
料
が
設
定
さ
れ
た
の
は
慶
長
一
〇
年
の
こ
と
で
あ
り
、
関
ヶ
原
合
戦
直
後
の
興
福
寺
や
高
野
山
か
ら
は
時
間
差
が
あ
る
。
興

福
寺
・
高
野
山
の
段
階
で
は
家
康
は
大
坂
に
て
政
務
を
執
っ
て
お
り
、
豊
臣
政
権
の
「
大
老
」
と
し
て
の
立
場
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
が
、
慶

長
一
〇
年
時
点
で
は
、
将
軍
に
就
任
す
る
な
ど
独
立
し
た
政
治
権
力
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
る
。

　
次
に
揚
げ
る
の
は
東
大
寺
領
の
構
成
に
関
す
る
史
料
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
東
大
寺
に
お
け
る
学
問
料
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

慶長期における徳川家康の寺院政策（林）

【
史
料
四
】
「
大
和
名
勝
志
」
七
（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
蔵
「
玉
井
家
文
書
」

一
、
寺
申
境
内
二
百
十
石
余
従

　
（
徳
川
家
康
）

　
権
現
様
御
朱
印

　
　
　
右
之
内

一
、
百
石
余
　
　
　
　
　
学
問
料

　
一
、
百
十
石
余
　
　
　
　
公
物
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
東
南
院
院
家
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尊
勝
院
院
家
屋
敷

写
真
帳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

近
世
の
東
大
寺
領
は
主
に
文
禄
四
年
九
月
～
＝
日
付
の
秀
吉
朱
印
状
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
市
本
村
二
〇
〇
〇
石
と
、
慶
長
七
年
八
月
六
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
家
康
判
物
に
よ
り
宛
行
わ
れ
た
一
＝
○
石
の
部
分
が
あ
り
、
【
史
料
四
】
の
部
分
は
後
者
に
相
当
す
る
。
家
康
か
ら
与
え
ら
れ
た
寺
領
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

い
て
は
慶
長
七
年
六
月
の
調
査
に
よ
り
決
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
水
帳
の
引
き
渡
し
は
慶
長
八
年
九
月
の
こ
と
で
あ
り
、
家
康
の
判
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⑱

物
は
慶
長
九
年
閏
八
月
上
旬
に
作
成
さ
れ
た
。

　
こ
の
寺
領
に
つ
い
て
は
慶
長
九
年
～
○
月
段
階
で
老
僧
衆
と
若
衆
の
問
で
網
論
と
な
り
、
幕
府
の
も
と
へ
訴
訟
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
に
対
し
て
西
笑
承
免
・
隣
室
七
里
は
家
康
の
上
洛
を
待
っ
て
御
意
を
得
る
旨
を
返
答
し
て
い
る
。
家
康
の
上
洛
は
翌
一
〇
年
二
月
で
あ
り
、

こ
の
相
論
の
裁
許
が
な
さ
れ
る
な
か
で
学
問
料
を
設
け
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
学
問
料
に
つ
い
て
は
慶
長
一
〇
年
の

納
所
に
お
い
て
も
相
論
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
す
る
西
笑
承
党
と
の
遣
り
取
り
の
中
か
ら
東
大
寺
の
学
問
料
も
「
碩
学
男
衆
も
永
代
不
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

渡
」
、
コ
世
之
已
後
者
学
問
次
第
被
渡
」
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
こ
で
本
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
事
例
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
寺
領
内
に
設
け
ら
れ
た
学
問
料
は
師
弟
間
で
相
伝
す

る
も
の
で
は
な
く
、
一
代
限
り
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
学
間
者
次
第
に
譲
り
渡
す
と
い
う
原
則
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
特
定
の
僧
を
一

時
的
に
取
り
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
寺
院
内
に
お
い
て
碩
学
の
学
僧
が
絶
え
ず
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
与

え
ら
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
段
階
の
学
問
料
は
高
野
山
・
興
福
寺
で
は
相
論
裁
許
を
契
機
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
東
大

寺
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
。
沖
田
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
相
論
へ
の
対
応
の
中
で
寺
院
の
秩
序
化
が
図
ら
れ
て
い
る
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
、
学
問
料
の
源
泉
は
修
理
料
の
よ
う
な
予
備
費
的
な
性
格
と
推
定
さ
れ
る
部
分
や
新
規
寄
進
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
家
康
が
自
由
に
差
配
し
や
す
い
部
分
で
あ
り
、
後
述
す
る
慶
長
一
〇
年
代
後
半
の
在
り
方
と
比
べ
れ
ば
穏
や
か
な
介
入
で
あ
っ
た
。

　
①
幡
鎌
一
弘
「
近
世
興
福
寺
領
覚
轡
」
（
『
天
理
大
学
学
報
』
一
八
一
、
一
九
九
六
　

⑤
『
新
校
高
野
春
秋
編
年
輯
録
㎏
（
山
野
西
真
定
編
集
校
訂
、
名
著
出
版
、
一
九
八

　
年
）
。
伊
藤
真
昭
「
大
和
の
審
社
と
西
笑
承
党
」
（
前
掲
）
。
大
宮
三
友
「
初
期
徳

　
廻
政
権
と
大
和
の
寺
社
扁
（
『
帰
還
徳
川
史
研
究
隔
入
、
二
〇
〇
四
年
、
の
ち
同

　
隅
近
世
の
畿
内
と
奈
良
奉
行
㎞
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
年
中
改
題
の
上
収
録
）
。

②
「
祐
範
記
」
（
国
立
公
文
書
館
蔵
V
慶
長
五
年
＝
月
＝
日
条
。

③
噸
新
訂
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
㎞
中
巻
（
中
村
孝
也
著
、
日
本
学
術
振
興
会
、

　
一
九
八
○
年
〉
七
九
三
～
七
九
四
頁
。

④
『
鹿
苑
日
録
幽
第
四
巻
、
慶
長
七
年
四
月
ニ
妙
華
条
。

　
二
年
）
慶
長
五
年
九
月
山
蛭
。

⑥
『
落
胆
准
后
日
記
』
第
二
、
慶
長
六
年
四
月
二
日
条
。

⑦
『
大
日
本
古
文
書
高
野
山
文
書
睡
＝
七
〇
号
。

⑧
魍
大
B
本
古
文
書
高
野
山
文
書
隔
一
八
八
一
号
。
な
お
、
後
世
の
追
筆
に
よ

　
る
注
記
の
通
り
「
慶
長
六
年
六
月
目
扁
と
の
日
付
は
本
来
は
「
慶
長
六
年
三
月

　
日
」
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑨
隅
新
訂
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
巻
之
一
（
中
村
孝
也
著
、
日
本
学
術
振
興
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会
、
　
歳
入
○
年
、
以
下
『
新
訂
家
康
下
一
』
と
す
る
）
六
六
～
六
八
頁
。

⑩
　

翻
耕
訂
家
康
下
一
㎞
よ
ハ
m
四
頁
。

⑪
「
三
士
寺
文
書
」
二
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
）
。

⑫
　
『
大
日
本
古
文
書
　
高
野
山
文
書
』
三
三
九
号
。

⑬
『
新
訂
本
光
国
師
B
記
』
（
以
下
隅
新
訂
本
光
』
）
第
二
、
四
九
頁
、
文
禄
三
年

　
三
月
五
日
付
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
案
。
発
給
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
藤
井
譲
治

　
「
豊
臣
秀
吉
の
居
所
と
行
動
（
天
正
一
〇
年
六
月
以
降
）
」
（
同
編
『
織
豊
期
主
要

　
人
物
居
所
集
成
㎞
昇
藤
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
に
よ
れ
ば
朱
印
状
案
の
日
付
時

　
点
で
在
商
野
山
で
あ
る
秀
吉
が
発
給
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑭
噌
新
訂
本
光
㎞
第
一
、
慶
長
一
六
年
一
〇
月
日
付
、
法
輪
選
良
意
目
安
案
、
～

　
一
四
頁
。

⑮
「
東
大
寺
文
書
」
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
架
蔵
写
真
版
）
宝
庫
文
書
七
九
⊥
百
万
。

⑯
門
東
大
寿
文
書
扁
宝
庫
文
書
七
七
－
二
号
。

⑰
門
東
大
寺
文
書
扁
一
四
～
B
－
二
五
号
、
慶
長
八
年
九
月
二
七
日
付
「
和
州
添

　
上
郡
法
花
寺
村
検
地
帳
写
」
。

⑱
林
晃
弘
「
慶
長
七
・
八
年
付
大
和
諸
寺
宛
徳
育
家
康
判
物
・
朱
印
状
の
発
給
年

　
次
」
　
（
『
目
噺
本
史
研
究
騙
　
⊥
ハ
〇
二
、
　
二
〇
一
二
年
）
。

⑲
『
西
笑
和
尚
文
案
㎞
三
下
六
・
三
工
九
号
。

⑳
相
田
文
三
「
徳
川
家
康
の
居
所
と
行
動
」
（
藤
井
譲
治
露
顕
織
豊
期
主
要
人
物

　
居
所
集
成
』
前
掲
）
。
以
下
、
家
康
の
居
所
は
本
成
果
に
拠
る
。

⑳
　
『
西
笑
和
尚
文
案
』
三
七
五
号
。

三
　
個
別
寺
院
法
度
に
よ
る
学
僧
取
立
（
慶
長
㎜
三
年
～
［
五
年
）

慶長期における徳川家康の寺院政策（林）

　
関
ヶ
聯
合
戦
後
の
家
康
は
上
方
と
江
戸
を
往
反
し
つ
つ
統
治
を
行
っ
て
い
た
が
、
慶
長
一
一
年
九
月
の
江
戸
下
向
後
は
江
戸
・
駿
府
へ
政
治

拠
点
を
移
す
。
そ
の
た
め
上
洛
時
に
政
策
を
施
す
段
階
か
ら
、
必
要
が
あ
れ
ば
寺
社
の
側
が
江
戸
・
駿
府
へ
下
向
す
る
段
階
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
先
立
つ
慶
長
九
年
閏
八
月
に
は
大
和
諸
寺
宛
の
判
物
・
朱
印
状
を
一
斉
に
発
給
し
て
お
り
、
豊
臣
氏
の
枠
組
み
か
ら
抜
け
出
し
、
寺
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宛
行
状
の
発
給
権
を
掌
握
し
て
い
る
。
な
お
、
慶
長
一
〇
年
四
月
に
は
徳
川
秀
忠
が
将
軍
職
を
継
ぎ
、
一
定
の
権
限
が
移
譲
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）
　
慶
長
＝
二
・
【
四
年
の
寺
院
政
策

　
駿
府
に
拠
点
を
移
し
た
の
ち
、
寺
院
に
対
す
る
最
初
の
注
目
す
べ
き
政
策
は
慶
長
＝
二
年
に
江
戸
・
駿
府
へ
下
向
し
た
延
暦
寺
に
対
し
て
の

寺
領
宛
行
状
と
法
度
で
あ
る
。
ま
ず
七
月
一
七
日
付
で
秀
忠
か
ら
寺
領
宛
行
状
と
寺
領
目
録
が
、
つ
い
で
八
月
八
日
付
で
家
康
か
ら
宛
行
状
と

　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

法
度
が
発
給
さ
れ
た
。
寺
領
に
関
し
て
は
既
に
慶
長
六
年
に
家
康
奉
行
人
の
連
署
状
に
よ
っ
て
加
増
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
正
式
に
徳
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川
将
軍
家
の
領
知
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
。
同
蒔
に
与
え
ら
れ
た
法
度
は
全
七
ヶ
条
で
あ
り
、
冒
頭
の
三
ヶ
条
は
「
一
、
山
門
衆
徒
不
勤
学
道

者
住
坊
不
可
馬
事
、
但
従
再
興
住
山
僧
井
坊
舎
建
立
之
人
一
代
、
業
繋
非
学
煙
寺
用
捨
也
」
、
＝
、
錐
勤
学
道
其
身
之
行
儀
於
不
立
者
速
可
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

離
山
事
」
、
コ
、
顕
密
西
名
室
為
学
匠
可
致
相
続
事
」
で
あ
る
。
学
問
料
の
設
定
で
は
な
い
が
、
学
道
を
勤
め
な
い
僧
、
ま
た
学
僧
で
あ
っ
て

も
「
行
儀
」
の
「
不
律
」
な
僧
に
つ
い
て
は
山
内
か
ら
排
除
し
、
学
問
を
修
め
た
僧
が
住
回
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
約
二
ヶ
月
後
の
慶
長
一
三
年
一
〇
月
四
日
付
に
て
近
江
の
成
菩
提
院
に
対
し
て
家
康
よ
り
寺
領
宛
行
状
と
七
ヶ
条
の
法
度
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

成
菩
提
院
へ
は
既
に
秀
吉
段
階
に
天
正
一
九
年
四
月
二
三
日
付
の
朱
印
状
に
よ
っ
て
寺
領
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
発
給
さ
れ
た
家
康

の
宛
行
状
は
そ
こ
に
「
山
林
境
内
門
前
諸
役
」
の
免
許
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
度
は
延
暦
寺
法
度
と
共
通
す
る
条
項
が
多
く
、
「
学
匠
」

に
よ
る
相
続
や
、
「
悪
行
所
化
」
の
迫
放
を
定
め
て
い
る
。
成
菩
提
院
は
天
台
宗
の
談
義
所
で
あ
り
、
こ
こ
で
宛
行
状
・
法
度
が
与
え
ら
れ
て

い
る
の
は
学
問
・
仏
法
の
興
隆
の
一
環
と
し
て
評
価
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
成
菩
提
院
宛
の
宛
行
状
・
法
度
と
同
日
付
で
相
模
大
山
寺
の
実
雄
に
対
し
て
学
問
料
五
七
石
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
実
雄
が
取
り
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
家
康
の
信
任
を
得
、
寺
院
政
策
に
も
影
響
力
を
有
し
て
い
た
高
野
山
遍
照
光
院
議
慶
の
弟
子
で
あ
っ
た
た
め
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
（
頼
慶
つ
い
て
は
後
述
）
。
こ
の
学
問
料
は
実
雄
個
人
を
対
象
と
し
て
お
り
、
寺
領
内
に
学
問
料
が
設
け
ら
れ
た
他
の
寺
院
と

は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
学
問
興
隆
の
一
連
の
動
向
に
は
位
置
づ
け
う
る
が
、
本
稿
で
検
討
す
る
中
で
は
例
外
的
な
事
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
翌
慶
長
一
四
年
に
は
撃
高
院
興
意
が
江
戸
・
駿
府
へ
下
向
す
る
。
慶
長
＝
二
年
六
月
に
先
の
三
井
寺
の
寺
務
で
あ
っ
た
聖
護
院
道
澄
が
没
し

　
　
⑩

て
お
り
、
そ
の
継
目
御
礼
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
五
月
朔
日
付
で
江
戸
の
暗
算
が
、
五
月
二
七
日
付
で
駿
府
の
家
康
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

三
井
寺
の
寺
務
に
関
す
る
判
物
を
発
給
し
て
い
る
。
三
井
寺
に
お
い
て
も
学
問
料
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
寺
領
を
保
証
す
る
と
同
時
に
、

「
不
勤
学
道
」
、
「
形
儀
不
律
」
の
僧
は
追
放
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
さ
て
、
右
の
よ
う
な
法
度
や
判
物
を
得
た
延
暦
寺
や
三
井
寺
で
は
、
山
内
に
お
い
て
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
遍
照

光
院
頼
慶
が
「
三
井
ノ
四
箇
院
、
先
年
門
跡
ヨ
リ
非
学
ノ
住
持
ヲ
改
メ
関
東
ノ
学
者
ヲ
入
シ
ム
、
忽
二
仏
法
再
興
ノ
寺
ト
成
レ
リ
、
叡
岳
ノ
廿
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⑫

箇
ノ
名
室
モ
去
々
年
ノ
御
釜
ニ
テ
住
持
カ
バ
レ
リ
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
次
節
で
述
べ
る
頼
慶
の
古
義
真
言
寺
院
掌
握
を
目
的
と
す
る
策

動
の
中
で
、
醍
醐
寺
の
松
橋
法
印
発
円
に
対
し
て
寺
院
改
革
の
意
義
を
述
べ
た
条
々
の
一
節
で
あ
り
、
そ
の
た
め
若
干
の
誇
張
は
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
延
暦
寺
・
三
井
寺
に
お
い
て
住
持
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
た
と
い
う
点
に
関
し
て
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
関
東
か
ら
上
洛
し

延
暦
寺
に
入
っ
た
学
僧
と
し
て
は
天
海
が
そ
の
一
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
長
一
四
年
に
比
定
さ
れ
る
一
二
月
一
九
日
付
の
青
蓮
院
聴
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

鳥
居
小
路
経
孝
思
の
天
海
書
状
に
は
「
今
度
叡
無
為
学
道
勧
誘
、
可
致
登
山
之
旨
、
依
上
意
上
洛
仕
候
」
と
あ
る
。
寺
内
の
改
革
は
法
度
を
与

え
ら
れ
た
延
暦
寺
の
独
自
の
動
き
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
家
康
の
「
上
意
」
を
反
映
し
つ
つ
進
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
遍
照
光
院
頼
慶
の
古
義
真
言
寺
院
改
革

慶長期における徳川家康の寺院政策（林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
慶
長
一
四
年
二
月
中
旬
、
尾
張
か
ら
上
洛
し
た
閑
室
元
信
に
よ
り
義
演
の
も
と
に
教
相
再
興
に
つ
い
て
の
家
康
の
上
意
が
伝
え
ら
れ
た
。
こ

の
段
階
で
は
具
体
的
に
は
顕
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
が
こ
の
先
の
高
野
山
の
遍
照
光
院
繋
舟
に
よ
る
一
連
の
改
革
の
端
緒
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
こ
こ
で
害
悪
の
来
歴
を
辻
善
之
助
氏
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
見
て
お
き
た
い
。
頼
慶
は
高
野
山
の
学
侶
で
あ
っ
た
が
、
慶
長
六
年
に
遍
照
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

院
の
継
承
を
め
ぐ
り
明
王
院
単
帯
と
対
立
し
南
山
す
る
。
慶
長
一
三
年
に
な
り
頼
慶
は
帰
山
す
る
が
、
快
正
に
拘
束
さ
れ
獄
に
投
じ
ら
れ
た
。

頼
慶
は
駿
府
へ
訴
え
、
こ
の
一
件
は
家
康
の
裁
許
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
七
月
に
双
方
が
駿
府
へ
下
向
し
対
決
し
、
そ
の
結
果
頼
慶
の
理
運
と

　
　
⑰

な
っ
た
。
こ
の
一
件
を
通
し
て
頼
慶
は
家
康
の
信
任
を
獲
得
し
、
同
年
＝
月
の
法
華
宗
と
浄
土
宗
の
法
論
に
お
い
て
は
判
者
に
も
な
っ
て
い

⑱
る
。　

慶
長
一
四
年
八
月
二
八
日
付
で
家
康
は
高
野
山
、
東
寺
、
相
模
大
山
寺
別
当
八
大
坊
の
各
寺
院
宛
法
度
と
関
東
古
義
真
言
寺
院
法
度
を
発
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
頼
慶
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
、
学
問
興
隆
や
学
僧
の
任
用
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
頼
慶
は
こ
れ
ら
の
家
康
法
度
を

量
子
に
、
高
野
山
を
は
じ
め
、
東
寺
・
醍
醐
寺
な
ど
古
義
真
言
宗
寺
院
の
掌
握
を
画
策
す
る
。
こ
の
動
き
に
は
東
大
寺
の
法
輪
院
な
ど
も
摂
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
、
寺
院
界
を
揺
る
が
す
騒
動
と
な
っ
た
。
こ
の
時
の
法
度
の
う
ち
東
寺
宛
の
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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門
史
料
五
】

　
　
　
定

『
東
寺
文
書
聚
英
　
図
版
篇
』
（
上
島
有
編
著
、
同
朋
舎
出
版
、
｝
九
八
五
年
）
四
七
七
号

一
、
東
守
・
高
野
、
互
以
横
入
交
衆
、
可
有
学
問
相
続
、
若
無
学
之
仁
総
髭
学
室
者
、
学
者
之
住
持
可
入
替
之
事
、

一
、
観
訳
出
二
一
宗
之
勧
学
院
也
、
然
彼
経
蔵
諸
聖
教
、
無
類
本
儀
尤
大
切
也
、
不
残
一
冊
以
目
録
令
写
、
高
野
耐
震
巌
寺
之
経
蔵
、

一
、
可
建
古
跡
之
学
室
専
修
学
之
事
、

右
東
寺
・
醍
醐
真
言
教
相
之
所
命
及
退
転
之
由
、
甚
以
油
断
也
、
至
無
学
問
者
寺
領
之
所
帯
不
可
叶
、
早
速
可
有
修
学
興
行
者
也
、

　
　
慶
長
十
四
年
八
月
廿
八
日
（
家
康
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
寺
年
預
坊

可
立
学
者
之
用
之
事
、

48　（766）

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
学
問
・
教
学
を
修
め
て
い
な
い
無
学
の
僧
に
は
寺
領
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
学
僧
に

こ
そ
寺
領
は
配
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
既
に
ふ
れ
た
頼
慶
条
々
の
別
の
箇
所
に
は
「
学
フ
ル
ト
キ
ハ
、
禄
其
ノ
中
ニ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

リ
、
沙
門
ト
ノ
堪
忍
ノ
資
糧
ヲ
受
ル
コ
ト
本
コ
レ
ニ
ヨ
ル
也
」
と
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
家
康
に
こ
の
よ
う
な
理
念
を
齎
し
た
の
は
頼
慶
で

あ
る
可
能
性
も
想
定
し
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
同
年
一
二
月
に
は
東
寺
に
対
し
て
知
行
の
指
出
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
指
出
の
背
景
に
つ
い
て
「
公
人
・
役
者
衆
過
分
寺
領
ツ
イ
ヤ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ニ
ョ
リ
如
此
云
々
、
諸
寺
諸
山
其
分
也
」
と
い
う
情
報
が
義
演
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
法
度
に
示
さ
れ
た
「
無
学
問
者
」
を
寺
領
か
ら
切
り
離

す
と
い
う
理
念
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の
集
団
を
実
際
に
寺
領
の
配
分
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ま
た
、
頼
慶
は
秀
忠
か
ら
慶
長
一
四
年
一
一
歴
＝
日
付
の
法
度
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
し
て
慶
長
一
五
年
正
月
＝
日
付
で
高
野
山
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

侶
か
ら
こ
れ
ら
の
法
度
を
遵
守
す
る
旨
の
請
文
を
徴
し
、
統
制
を
図
っ
て
い
る
。
し
か
し
事
態
は
頼
慶
の
思
惑
通
り
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
高

野
山
の
法
性
院
政
遍
や
義
演
が
駿
府
へ
下
向
し
頼
慶
の
私
曲
を
訴
え
、
慶
長
一
五
年
三
月
二
三
日
に
家
康
の
御
前
に
て
裁
許
が
な
さ
れ
た
。
そ
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⑳

の
結
果
、
政
見
・
義
演
側
の
理
運
と
な
り
、
頼
慶
は
失
脚
す
る
。

「
改
革
」
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

　
①
第
二
章
注
⑱
に
同
じ
。

　
②
魍
新
訂
家
康
薄
曇
五
五
二
～
五
五
四
頁
。

　
③
「
延
暦
寺
文
書
扁
一
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
）
慶
長
六
年
二
月

　
　
三
目
付
、
彦
坂
一
7
5
正
・
大
久
保
長
安
・
加
藤
正
次
連
署
宛
行
状
。
た
だ
し
、
判
を

　
　
据
え
る
の
は
彦
坂
・
大
久
保
の
み
で
あ
る
。

　
④
『
新
訂
家
康
下
切
五
五
四
頁
。

　
⑤
『
新
訂
家
康
下
乙
五
五
七
～
五
五
九
頁
。

　
⑥
「
成
菩
提
院
文
書
駄
（
『
改
訂
近
江
國
坂
田
郡
志
甑
第
六
巻
、
一
九
四
四
年
）
一

　
　
五
号
。

　
⑦
『
新
訂
家
康
下
轟
五
五
九
頁
。
相
模
大
山
寺
に
つ
い
て
は
鈴
木
章
生
「
相
模

　
　
大
山
の
慶
長
山
内
改
革
に
つ
い
て
」
（
噸
立
正
史
学
輪
六
〇
、
～
九
八
六
年
〉
が
あ

　
　
る
。

か
く
し
て
遍
照
光
院
頼
慶
に
よ
る
学
問
興
隆
を
標
榜
し
た
古
義
真
言
寺
院
の

⑧
『
新
校
高
野
春
秋
編
年
輯
録
瞼
慶
長
一
四
年
八
月
二
八
日
条
。

⑨
　
『
大
日
本
史
料
㎞
一
一
一
－
六
、
慶
長
一
四
年
四
月
二
日
条
。

⑩
『
大
日
本
史
料
㎞
一
二
－
五
、
慶
長
；
輩
早
旦
天
日
条
。

⑪
『
園
城
寺
文
書
』
第
五
巻
、
三
号
・
四
号
。

⑫
「
仁
和
寿
文
晋
」
慶
長
一
五
年
閏
二
月
日
付
、
遍
照
光
院
頼
慶
書
状
写
。
辻
善

　
之
助
『
日
本
仏
教
史
㎞
近
世
不
二
（
前
掲
）
、
一
八
九
髪
～
九
六
頁
に
お
い
て
全

　
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
文
化
財
研
究
所
架
蔵
写
真
帳
（
六
二
－
N
－
四

　
Q
）
に
よ
り
確
認
し
た
。

⑬
「
願
泉
寺
文
書
」
（
噸
大
目
本
史
料
㎞
一
二
－
六
、
七
九
七
頁
）
。
年
次
比
定
は
辻

　
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
㎞
近
世
篇
二
（
前
掲
）
、
九
八
頁
。

⑭
「
義
演
准
盾
日
記
」
（
來
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
、
以
下
「
義
演
」
）

　
慶
長
一
四
年
二
月
ご
一
日
条
・
～
四
恩
条
。

⑮
辻
善
之
助
噸
日
本
仏
教
史
㎞
近
世
篇
二
（
前
掲
）
、
一
八
六
～
二
〇
五
頁
。

⑯
『
西
笑
和
尚
文
案
』
紙
背
七
⊥
五
二
六
号
。

⑰
『
大
日
本
史
料
』
＝
丁
田
、
慶
長
＝
二
年
七
月
三
日
条
。

⑱
岡
当
代
記
』
（
国
書
刊
行
会
、
史
籍
雑
纂
第
工
）
慶
長
ご
二
年
＝
月
一
五
日
条
。

⑲
剛
新
訂
家
康
下
こ
五
八
七
～
五
九
二
頁
。
但
し
、
醍
醐
寺
宛
の
法
度
は
発
給

　
さ
れ
た
事
実
は
な
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。

⑳
魍
新
訂
本
光
㎞
第
｝
、
慶
長
～
六
年
＝
月
二
四
日
条
。

⑳
本
章
前
掲
注
⑫
に
同
じ
。

⑫
　
「
慶
長
拾
五
四
年
二
ヶ
年
東
寺
分
諸
役
者
衆
智
行
方
指
話
之
う
つ
し
」
（
京
都
府

　
立
総
合
資
料
館
架
蔵
写
真
帳
「
東
寺
公
人
蜷
川
家
文
書
」
第
三
九
分
冊
）
。

⑳
　
「
義
演
」
慶
長
一
四
年
一
二
月
二
二
日
置
。

⑳
　
噸
新
訂
家
康
下
墓
五
八
八
・
五
九
〇
頁
。

⑳
　
『
大
日
古
文
書
　
高
野
山
文
書
㎞
一
七
六
九
号
。

⑳
　
「
義
演
」
慶
長
一
五
年
三
月
一
＝
五
条
・
二
三
日
条
・
二
四
日
条
。
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四
　
学
問
料
政
策
の
展
開
（
慶
長
一
五
年
～
一
九
年
）
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（
1
）
東
　
　
寺

　
慶
長
一
五
年
四
月
二
〇
日
付
で
高
野
山
に
対
し
て
改
め
て
法
度
が
出
さ
れ
た
。
醍
醐
寺
に
対
し
て
も
同
日
付
で
宛
行
状
が
発
給
さ
れ
、
そ
の

中
で
寺
中
に
対
す
る
門
跡
布
演
の
「
下
知
」
の
権
限
が
再
確
認
さ
れ
た
。
相
模
大
山
寺
に
対
し
て
も
慶
長
～
五
年
七
月
一
七
日
付
で
領
知
宛
行

　
　
　
　
　
　
①

状
が
発
給
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
警
報
失
脚
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
東
寺
へ
は
次
の
宛
行
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

【
史
料
六
】
「
東
寺
文
書
」
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
架
蔵
写
真
帳
）
丙
三
三
号

東
寺
領
山
城
国
七
条
・
八
条
・
西
九
条
・
上
鳥
羽
・
福
枝
・
幡
枝
・
西
院
、
合
弐
千
三
拾
石
之
内
、
錐
為
公
人
・
諸
役
者
下
行
、
今
度
改
之
、
為
学
問
料
・

芝
葺
領
令
配
分
詑
、
向
後
不
可
有
相
違
也
、
丼
門
前
境
内
等
、
任
代
々
朱
印
旨
当
知
行
之
上
者
全
可
被
領
知
、
従
前
単
為
守
護
不
入
地
之
条
、
課
役
人
夫
等

令
免
除
候
也
、
伍
如
件
、

　
　
慶
長
十
五
年
四
月
廿
日
　
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
寺

　
東
寺
に
対
し
て
寺
領
と
門
前
境
内
に
関
す
る
権
利
を
保
証
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
傍
線
部
の
よ
う
に
公
人
や
諸
役
者
の
下
行
分
で

あ
っ
た
部
分
を
改
め
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
慶
長
㎝
四
年
の
法
度
に
て
示
さ
れ
た
学
僧
以
外
を
寺
領
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
方
針
は
こ
こ

で
も
再
度
提
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
改
易
し
た
寺
領
は
学
問
料
・
惣
剛
直
と
し
て
再
配
分
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
学
問
料
の
設
定
は
慶

長
期
前
半
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
学
僧
以
外
の
集
団
を
排
除
し
た
上
で
そ
の
知
行
を
学
問
料
と
す
る
点
で
新
し
い
も
の
で
あ
る
。



慶長期における徳川家康の寺院政策（林）

　
か
か
る
決
定
に
対
し
て
東
寺
は
惣
寺
中
と
し
て
「
今
度
以
　
御
黒
印
、
東
寺
領
特
改
付
而
、
公
人
誘
致
迷
惑
事
由
」
を
訴
え
、
ま
た
「
其
上

諸
役
者
之
義
　
大
師
以
来
有
之
由
候
」
と
い
う
由
緒
を
示
し
、
排
除
方
針
の
撤
回
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
品
等
元
借
・
以
心
崇
伝
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
板
倉
勝
重
）

「
各
館
御
談
合
如
有
半
被
仰
付
注
然
存
候
、
立
板
伊
州
惣
寺
中
以
御
相
談
、
以
来
申
分
無
階
位
二
尤
存
候
」
と
、
東
寺
側
と
所
司
代
板
倉
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

重
の
判
断
に
任
せ
「
如
有
来
」
解
決
す
る
よ
う
指
示
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
推
移
か
ら
蒲
田
氏
は
寺
院
側
の
抵
抗
の
前
に
公
人
の
所
領
没
収
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

学
問
料
設
定
の
方
針
は
撤
回
さ
れ
た
と
す
る
。
確
か
に
こ
の
部
分
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
が
、
家
康
自
身
の
意
志
は
こ
こ
で
の
元

倍
・
崇
伝
の
指
示
と
は
別
に
あ
っ
た
。

　
慶
長
一
六
年
三
月
か
ら
四
月
中
旬
に
か
け
て
、
家
康
は
後
醸
成
天
皇
の
譲
位
の
た
め
上
洛
す
る
。
こ
の
年
の
七
月
下
旬
か
ら
は
山
城
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
寺
社
領
の
改
め
を
主
目
的
に
検
地
が
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
の
検
地
を
前
に
し
て
東
寺
公
人
の
私
領
が
再
度
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
て
客
演
に
は
「
東
寺
公
人
共
私
領
、
悉
寺
家
領
二
被
仰
出
、
去
年
以
来
種
々
俺
奮
難
有
之
、
無
御
同
心
云
々
」
と
伝
わ
っ
て
お
り
、
家
康
は

東
寺
側
か
ら
の
詫
言
に
は
同
心
し
て
お
ら
ず
、
公
人
の
私
領
を
没
収
し
、
寺
家
領
と
す
る
と
の
方
針
は
撤
回
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
時
に
も
処
分
は
確
定
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
慶
長
一
五
・
一
六
年
分
の
納
所
に
つ
い
て
混
乱
が
生
じ
、
駿
府
へ
の
訴
訟

　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
な
さ
れ
た
。
慶
長
一
七
年
五
月
に
は
東
寺
の
全
学
侶
の
駿
府
下
向
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
同
月
末
に
学
侶
衆
は
京
都
を
出
立
し
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
時
に
家
康
の
上
意
に
よ
っ
て
高
野
山
の
法
性
院
政
遍
が
東
寺
に
赴
く
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
七
月
上
旬
に
は
政
遍
と
板
倉
勝
重
に
よ
り
東
寺
法
度
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
、
「
役
者
衆
知
行
歳
事
」
が
勝
重
・
政
逓
の
異
見
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
落
着
し
た
こ
と
が
虚
伝
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
公
人
の
乗
禅
か
ら
も
「
公
人
衆
如
先
規
［
　
］
満
足
由
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

公
人
諸
役
者
の
知
行
は
従
来
通
り
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
慶
長
一
八
年
三
月
吉
日
付
の
東
寺
法
度
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
七
】
「
東
寺
一
件
文
書
抄
」
口

　
（
板
倉
勝
重
）

従
所
司
代
寺
法
被
仰
渡
書
写

（『

ｧ
教
学
隔
一
〇
、
へ
九
七
三
年
）

　
⑫

九
号
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覚

　
　
　
　
　
（
徳
川
家
康
）

東
寿
之
儀
　
大
御
所
様
為
御
改
寺
法
被
仰
付
条
々

一
、
東
寺
者
真
書
依
為
本
寺
、
別
而
教
相
・
事
相
共
二
相
研
学
間
所
立
概
、
論
鼠
講
尺
可
被
肝
煎
旨
被
　
仰
出
遡
源
、

一
、
伽
藍
之
三
井
願
等
諸
事
、
惣
寺
式
楽
相
計
、
同
門
前
屋
敷
地
子
等
人
足
以
下
、
坊
申
様
之
外
者
悉
惣
寺
之
勝
手
二
可
申
付
候
事
、

一
、
学
問
寺
法
井
公
儀
等
之
儀
、
諸
式
七
人
談
合
之
上
以
、
時
年
行
事
二
一
人
相
副
為
両
人
可
家
計
事
、

一
、
坊
申
領
之
外
知
行
方
、
自
談
合
衆
同
宿
皿
人
宛
下
露
出
惣
納
申
付
、
払
方
之
出
入
之
儀
者
老
若
共
二
面
談
合
可
自
計
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
難
力
）

一
、
公
人
衆
知
行
之
儀
者
、
号
私
領
隆
令
横
領
、
任
御
黒
印
新
型
、
為
学
闘
料
坊
中
へ
被
下
候
上
者
、
七
人
之
下
代
二
申
付
、
惣
納
二
仕
、

　
宛
二
何
程
被
下
、
寺
之
侭
二
町
召
遣
候
、
諸
式
寺
之
可
為
計
事
、

　
　
　
慶
長
十
八
年

　
　
　
　
三
月
吉
日

　
　
東
寺
惣
中

切
米
一
人

52　（770）

　
坊
中
領
以
外
の
納
所
・
払
方
は
七
つ
の
坊
の
下
代
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
（
第
四
条
）
、
公
人
衆
の
知
行
は
【
史
料
六
】
の
通
り
に

学
問
料
と
さ
れ
て
い
る
（
第
五
条
）
。
公
人
衆
は
寺
役
を
務
め
る
も
の
と
し
て
東
寺
へ
の
所
属
を
認
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
知
行
か
ら
は
切

り
離
さ
れ
、
切
米
に
よ
っ
て
扶
持
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
慶
長
～
五
年
の
宛
行
状
に
示
さ
れ
た
原
則
は
概
ね
貫
徹
さ
れ
、

公
人
・
諸
役
者
の
所
持
し
て
い
た
寺
領
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
学
問
料
・
惣
坊
領
と
し
て
学
僧
へ
集
中
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
2
）
　
醍
　
　
醐
　
　
寺

学
僧
以
外
の
集
団
を
寺
領
か
ら
排
除
し
、
学
問
料
を
設
定
す
る
と
い
う
方
針
は
東
寺
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
醍
醐
寺
も
そ
の
対
象
と
な
つ



た
。
慶
長
＝
ハ
年
四
月
に
上
洛
中
の
家
康
か
ら
義
盗
に
対
し
て
次
の
申
し
渡
し
が
あ
っ
た
。

門
史
料
八
｝
「
義
演
」
慶
長
＝
ハ
年
四
月
一
五
日
条

　
　
　
（
家
康
）

午
刻
削
将
軍
ヨ
リ
被
召
、
当
寺
領
改
ノ
事
、
山
上
承
仕
・
不
動
講
・
逆
修
講
・
地
蔵
講
、
此
知
行
八
百
七
十
磁
石
也
、
悉
此
党
山
ヲ
払
ヒ
、
知
行
将
軍
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勝
重
）

被
落
テ
、
当
門
へ
可
参
漏
壷
下
知
、
即
板
倉
慣
賀
守
二
被
仰
謹
呈
、
以
此
領
知
勧
学
院
ヲ
建
立
シ
、
学
侶
ヲ
新
シ
ク
取
立
、
学
問
再
興
可
申
由
堅
仰
出
畢
、

御
厚
恩
匝
述
禿
筆
、
凡
主
岳
・
大
徳
寺
・
妙
心
寺
・
東
寺
・
当
麻
峯
詳
悉
如
此
被
仰
付
了
、
不
限
当
寺
諸
寺
五
識
也
、
（
以
下
略
）

慶長期における徳川家康の寺院政策（林）

　
家
康
は
「
山
上
下
僧
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
山
上
承
仕
以
下
の
集
団
を
追
放
し
、
そ
の
知
行
を
一
度
家
康
の
も
と
へ
引
き
上
げ
た
上
で
義
演

に
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
勧
学
院
を
建
立
し
学
侶
を
養
成
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の
決
定
に
対
し
て
山
上
下
僧
衆
は
、
義
演
に
「
今
度
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

行
悉
為
　
上
意
御
汚
落
迷
惑
仕
候
、
似
女
御
扶
持
藁
薦
、
山
盛
居
住
仕
様
仁
被
仰
出
盛
者
可
添
」
と
の
申
し
入
れ
を
行
い
、
義
士
は
相
当
の
堪

忍
料
を
宛
行
う
こ
と
を
求
め
る
方
向
で
幕
府
と
の
交
渉
を
進
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
六
月
下
旬
に
駿
府
の
本
多
正
純
か
ら
亀
屋
栄
任
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
に
届
け
ら
れ
た
書
状
に
よ
れ
ば
、
「
今
度
御
上
洛
被
仰
諸
事
零
墨
不
可
有
訴
訟
、
若
罷
下
上
訴
訟
候
者
可
被
成
竹
成
敗
由
」
を
家
康
が
仰
せ

出
さ
れ
た
と
い
う
。
山
上
下
僧
の
知
行
か
ら
の
切
り
離
し
と
、
寺
領
の
学
僧
へ
の
集
中
と
い
う
方
針
に
対
す
る
家
康
の
強
い
意
志
を
見
て
取
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
針
に
つ
い
て
は
＝
月
上
旬
の
時
点
で
も
「
最
前
得
　
上
意
柔
膚
、
チ
位
相
替
儀
無
韻
」
と
あ
る
。

　
同
年
末
に
な
り
義
演
の
側
か
ら
夏
虫
元
借
・
以
心
正
伝
に
対
し
て
寺
領
の
具
体
的
な
再
配
分
案
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
勧
学
院
の
建
立
・

学
侶
坊
　
○
間
の
新
造
に
五
七
〇
石
を
用
い
、
残
り
の
知
行
三
〇
〇
石
を
山
上
承
仕
・
不
動
講
・
逆
修
講
・
地
蔵
講
の
五
三
名
に
対
し
て
堪
忍

分
と
し
て
与
え
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
元
借
・
崇
重
の
側
は
、
板
倉
勝
重
と
も
相
談
の
上
、
家
康
の
上
意
を
伺
う
と
返

　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

漉
し
て
い
る
。
堪
忍
分
を
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
翌
慶
長
一
七
年
三
月
上
旬
ま
で
に
は
決
定
し
て
い
る
が
、
義
塾
の
側
か
ら
申
し
入
れ
た
三

〇
〇
石
が
与
え
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
や
や
降
っ
た
寛
永
二
（
一
六
二
五
）
年
時
点
の
配
分
を
み
る
と
、
山
上
承
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仕
分
は
計
二
五
石
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

山
上
不
動
講
分
は
計
二
六
石
が
翻
り
振
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

（
3
）
　
多
　
　
武
　
　
峯

か
な
り
低
く
抑
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

54　（772）

　
　
【
史
料
八
】
か
ら
は
東
寺
・
醍
醐
寺
以
外
の
寺
院
も
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
う
ち
の
「
当
麻
峰
」
は
多
雨
峯
の
こ
と
を

指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
製
に
対
し
て
も
慶
長
一
六
年
春
に
神
領
に
つ
い
て
の
申
告
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
春
の
時
点
で
は
そ
の
報
告
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
同
年
九
月
に
は
神
領
一
〇
〇
〇
石
は
学
侶
の
支
配
に
決
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
同
年
＝
月
、
行
人
の
燈
炉
講
衆
が
駿
府
へ
下
向
す
る
と
い
う
情
報
が
閑
室
元
倍
の
も
と
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
燈
炉
講
衆
は
家
康
に
よ
り

「
…
し
き
二
御
払
」
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
訴
訟
の
た
め
の
下
向
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
葉
桜
講
衆
の
「
御
払
」
に
つ
い
て

は
、
慶
長
一
七
年
三
月
に
「
少
成
共
済
知
行
被
下
竪
様
二
」
と
い
う
こ
と
が
、
後
藤
庄
三
郎
や
家
康
内
室
の
「
か
ち
」
と
い
っ
た
内
証
を
頼
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
二
倍
・
崇
伝
に
申
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
運
動
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
家
康
は
燈
炉
講
衆
に
対
し
て
＝
疋
の
堪
忍
分
を
与
え
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
⑳

了
承
し
て
い
る
。
次
の
史
料
は
慶
長
一
七
年
の
四
月
一
一
六
日
付
で
駿
府
に
下
向
し
て
い
る
学
侶
の
文
殊
院
秀
鹿
骨
が
多
湿
峯
に
残
る
学
侶
へ
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
た
書
状
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
交
渉
の
経
過
が
具
体
的
に
わ
か
る
。

門
史
料
九
】
『
談
山
神
社
古
文
書
集
成
』
四
一
六
号

一
、
去
月
如
申
越
候
度
々
替
申
候
、
乍
去
大
図
単
一
不
申
候
、
柄
衣
着
御
払
可
被
成
由
被
　
申
出
、
次
回
ハ
堪
忍
料
二
三
石
ツ
・
と
被
仰
付
候
、
其
時
彼
者

　
共
御
内
義
御
か
ち
様
折
紙
を
長
老
衆
へ
付
候
焼
付
、
学
侶
知
行
ヲ
中
下
へ
被
下
、
中
下
之
知
行
を
学
侶
衆
へ
と
書
付
被
得
　
上
意
普
処
、
以
外
御
腹
立
に

て
、
さ
様
二
候
へ
者
衆
徒
堅
磐
為
頼
候
様
二
候
て
外
聞
も
如
何
候
、
又
衆
徒
為
後
々
迄
悪
候
間
、
博
く
い
や
と
被
成
　
御
意
、
二
三
か
三
石
か
く
れ
候

へ
と
御
謎
被
成
候
、
其
後
又
般
若
・
成
徳
へ
十
石
ツ
・
、
残
衆
へ
堅
石
と
三
石
と
御
書
立
候
て
被
懸
御
目
候
ヘ
ハ
、
其
も
い
や
、
只
を
し
な
へ
七
石
ツ
・

と
被
至
公
候
、
学
侶
房
二
割
付
、
又
学
文
領
に
七
八
百
嬉
遊
衆
徒
中
二
置
干
て
学
文
次
第
配
置
様
に
と
被
仰
付
候
、
其
以
後
者
子
詔
書
立
を
も
無
御
披
露



候
、
此
比
又
四
百
計
石
を
中
下
者
共
二
割
付
被
成
由
御
綾
羅
、
終
二
今
日
迄
御
披
露
無
之
候
、
書
立
を
御
覧
し
何
と
可
被
仰
出
を
ハ
不
存
、
此
御
談
合
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
久
保
長
安
）
　
（
閑
室
元
倍
）

弥
々
ふ
し
お
き
不
仕
様
に
と
石
見
殿
・
円
光
寺
御
談
合
に
て
如
此
之
由
、
竹
林
房
へ
長
老
委
被
仰
渡
候
、
両
所
少
も
無
御
如
在
候
、
御
前
之
趣
如

此
有
様
に
て
候
、

慶長期における徳川家康の寺院政策（林）

　
当
初
の
「
御
払
」
と
い
う
方
針
か
ら
、
最
終
的
に
は
堪
忍
分
と
し
て
計
四
三
〇
石
程
度
が
燈
炉
講
衆
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
方
向
で
交
渉
が

進
ん
で
い
る
。
燈
炉
講
衆
側
の
要
望
を
踏
ま
え
つ
つ
家
康
の
出
頭
人
か
ら
提
案
さ
れ
る
堪
忍
分
の
高
に
対
し
て
、
傍
線
部
の
よ
う
に
家
康
の
不

快
感
が
示
さ
れ
、
そ
の
意
向
を
踏
ま
え
て
再
調
整
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
【
史
料
九
】
の
引
用
部
分
外
に
は
、
家
康
は
多
武

者
の
事
例
を
「
天
下
寺
社
之
手
本
」
と
し
て
構
想
し
て
い
る
と
い
う
情
報
が
記
さ
れ
て
お
り
、
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　
右
の
書
状
が
発
給
さ
れ
た
こ
ろ
に
は
割
付
が
決
定
し
て
お
り
、
慶
長
一
七
年
四
月
二
六
日
付
で
閑
室
元
倍
・
以
心
崇
伝
・
大
久
保
長
安
連
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
覚
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
但
し
、
在
京
中
の
崇
伝
の
据
判
は
六
月
一
こ
口
で
あ
る
）
。
燈
炉
講
衆
か
ら
没
収
し
た
知
行
の
内
八
○
○
石
を
学
問
料

と
し
、
残
り
の
四
五
九
石
を
中
・
下
衆
に
与
え
る
こ
と
で
決
着
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
慶
長
一
七
年
四
月
日
付
に
て
五
ヶ
条
の
法
度
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

定
め
ら
れ
、
学
侶
の
う
ち
顕
密
あ
る
い
は
密
教
を
修
め
た
も
の
が
住
注
す
る
こ
と
や
、
学
侶
・
堂
方
・
燈
炉
講
の
格
差
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
学
問
料
と
さ
れ
た
八
○
○
石
は
、
学
侶
坊
を
建
て
学
問
者
次
第
に
配
分
す
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
三
〇
〇
石
は
学
頭
と
し
て
多
武
峯
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

赴
く
こ
と
に
な
っ
た
延
暦
寺
の
竹
林
坊
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
と
の
五
〇
〇
石
は
、
新
設
の
学
侶
の
坊
舎
一
〇
坊
に
各
三
〇
石
が

配
分
さ
れ
、
残
り
は
修
理
料
と
さ
れ
た
。
配
分
の
結
果
は
慶
長
　
八
年
八
月
一
一
日
付
の
書
立
に
よ
り
家
康
の
も
と
へ
報
告
さ
れ
了
承
さ
れ
て

　
⑳い

る
。
と
こ
ろ
で
多
武
峯
で
は
燈
炉
講
衆
へ
の
堪
忍
分
に
つ
い
て
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
慶
長
一
七
年
四
月
下
旬
の
時
点
で
、
元
信
・
長
安
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

異
見
に
よ
り
秀
忠
の
寺
領
宛
行
状
を
求
め
る
動
き
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
既
に
発
給
さ
れ
て
い
る
家
康
判
物
の
継
目
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
慶
長
一
七
年
段
階
で
は
発
給
に
は
至
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
約
一
年
後
、
先
述
の
学
侶
坊
の
新
造
な
ど
に
関
す
る
書
立
提
出
後
の
慶
長
一
八
年

55　（773）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

八
月
二
八
日
付
で
よ
う
や
く
発
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
多
武
峯
の
山
内
改
革
が
完
了
し
た
こ
と
を
政
権
側
が
確
認
し
た
上
で
継
目
宛
行

状
の
発
給
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
翌
慶
長
一
九
年
二
月
に
は
学
侶
衆
の
衆
議
と
し
て
「
多
武
峯
寺
学
道
義
塾
法
度
」
、
「
多
倉
皇
寺
中
法
度
条
々
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
前
者

は
一
定
の
年
限
ま
で
に
講
師
を
遂
げ
る
こ
と
、
毎
月
三
度
の
論
義
を
欠
か
さ
な
い
こ
と
な
ど
を
、
後
者
は
学
侶
と
燈
炉
講
衆
と
の
格
差
を
明
確

に
定
め
て
お
り
、
慶
長
一
七
年
四
月
の
法
度
を
さ
ら
に
具
体
的
に
し
た
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
幕
府
の
学
侶
へ
の
権
限
集
中
の
方
針
を
背

景
に
、
学
侶
衆
に
よ
っ
て
一
山
に
お
け
る
寺
僧
秩
序
の
確
立
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
五
　
　
　
山
（
天
罷
寺
・
相
国
寺
・
建
仁
寺
・
東
福
寺
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
慶
長
一
九
年
正
月
、
京
都
の
板
倉
勝
重
に
対
し
て
五
山
衆
を
「
被
召
下
、
学
文
之
程
を
会
戦
成
　
御
尋
」
と
の
家
康
の
御
庄
が
伝
え
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

そ
れ
を
受
け
て
五
山
衆
は
駿
府
へ
下
向
し
、
三
月
九
日
に
家
康
に
御
礼
、
そ
の
時
に
御
前
に
て
即
席
の
詩
文
を
行
っ
た
。
こ
の
慶
長
一
九
年
の

下
向
の
際
に
は
寺
領
宛
行
状
の
発
給
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
交
渉
の
中
で
家
康
は
次
の
よ
う
な
方
針
を
提
示
す
る
。
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【
史
料
一
〇
】
『
新
訂
本
光
』
第
二
、
慶
長
一
九
年
三
月
二
八
日
条

～
、
五
山
衆
整
磁
滞
留
候
、
諸
塔
頭
知
行
大
小
之
穿
墾
候
而
、
学
文
者
と
無
学
者
と
入
替
可
申
藤
衣
　
仰
出
候
、
併
諸
塔
頭
何
も
血
脈
相
承
之
筋
目
二
候
間
、

　
知
行
之
増
減
候
而
学
文
来
園
親
藩
垂
領
を
其
事
々
内
二
受
壷
下
蝋
様
二
と
各
様
申
事
二
候
、
何
と
も
事
六
ヶ
農
事
出
来
適
意
、
手
問
共
入
追
申
と
存
事
二

　
候
、
田
地
二
蒲
ハ
難
極
候
問
、
於
翼
下
貴
様
へ
打
身
衆
双
談
被
串
郭
様
こ
と
存
事
二
候
、
さ
れ
と
も
　
上
意
次
第
二
様
候
、
重
而
　
締
出
二
者
、
何
と
も

　
様
子
□
ち
聞
え
可
申
候
、
各
五
山
衆
其
寺
々
面
々
之
取
分
指
出
、
内
々
被
仕
様
子
候
、

こ
れ
は
、
駿
府
の
崇
重
が
京
都
の
板
倉
勝
重
に
宛
て
た
書
状
の
～
部
で
あ
り
、
杣
田
善
雄
氏
も
言
及
し
て
い
る
史
料
で
あ
る
。
家
康
は
、
塔



頭
の
知
行
の
大
小
を
調
査
し
、
単
文
者
を
大
き
な
知
行
の
塔
頭
へ
移
す
方
針
を
示
す
。
第
一
章
で
み
た
文
禄
元
年
＝
一
月
半
豊
臣
秀
次
条
々

（【

j
料
二
）
と
同
様
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
方
針
に
対
し
て
五
山
側
は
血
脈
相
承
の
論
理
か
ら
反
対
し
、
そ
の
代
わ
り
に
学

問
者
へ
「
重
文
領
」
を
付
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
崇
伝
は
板
倉
勝
重
に
京
都
に
お
い
て
調
整
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
後
、
四
月
上
旬
に
は
家
康
に
よ
っ
て
「
心
々
諸
塔
頭
家
出
」
の
吟
味
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
翌
慶
長
二
〇
年
正
月
、
既
に
家
康
の
判
物
が
与
え
ら
れ
て
い
る
相
国
寺
・
南
禅
寺
等
を
除
く
五
山
派
寺
院
に
対
し
て
寺
領
宛
行
状
（
慶
長
一

九
年
＝
一
月
二
八
日
付
）
が
発
給
さ
れ
、
同
時
に
前
年
駿
府
で
提
出
さ
れ
た
天
龍
寺
・
相
国
寺
・
建
仁
寺
・
東
福
寺
の
諸
塔
頭
領
の
指
出
に
、
崇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

伝
と
板
倉
勝
重
が
奥
書
を
加
え
引
き
渡
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
各
寺
院
の
寺
領
の
う
ち
約
二
〇
％
に
相
当
す
る
高
が
学
問
料
と
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
五
山
側
の
意
向
が
容
れ
ら
れ
る
形
で
収
ま
っ
て
お
り
、
杣
田
氏
の
評
価
す
る
よ
う
に
政
権
側
が
譲
歩
を
し
た
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
学
文
者
の
取
り
立
て
と
い
う
目
的
自
体
は
果
た
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
東
福
寺
に
関
し
て
は
次
の
史
料
が
あ
る
。

慶長期における徳川家康の寺院政策（林）

【
史
料
一
一
】
『
新
訂
本
光
縣
第
四
、
元
和
二
年
四
月
二
五
日
条

　
、
御
連
署
之
趣
令
拝
見
候
、
貴
寺
行
者
給
支
配
之
儀
被
成
御
尋
候
、
最
前
　
上
意
之
趣
ハ
、
行
者
知
行
華
魁
結
晶
敷
儀
候
問
、
悉
常
住
へ
被
付
候
、
随
奉

　
公
之
浅
深
、
相
応
之
扶
助
可
筆
遣
通
申
渡
候
、
今
更
高
辻
之
穿
難
業
如
何
不
存
儀
候
、
菟
角
以
寺
家
一
統
之
衆
評
、
可
然
様
二
可
景
仰
付
候
、
恐
慢
謹
言
、

　
　
　
　
卯
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
地
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
崇
伝
）

　
　
　
拝
答

　
　
　
　
東
福
寺
御
役
者
中

　
東
福
寺
に
お
い
て
は
上
意
に
よ
り
、
住
持
等
の
下
で
雑
用
に
従
事
す
る
修
行
者
で
あ
る
行
者
を
知
行
か
ら
引
き
離
し
、
相
応
の
扶
助
を
与
え

る
方
式
に
切
り
替
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
行
者
の
知
行
は
常
住
領
に
組
み
込
む
こ
と
と
し
、
学
侶
上
層
部
の
経
済
基
盤
の
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強
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
住
持
の
入
れ
替
え
は
撤
回
し
た
も
の
の
、
こ
こ
で
も
東
寺
な
ど
と
岡
様
に
学
問
に
携
わ
ら
な
い
も
の
か
ら
知
行
を
取

り
上
げ
、
学
僧
へ
と
集
中
す
る
方
針
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
慶
長
一
五
年
以
降
、
東
寺
、
醍
醐
寺
、
多
用
峯
、
五
山
に
お
い
て
学
問
料
の
設
定
や
学
侶
坊
の
新
設
な
ど
が
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
行
人
や
公
人
・
諸
役
者
な
ど
を
知
行
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
を
学
僧
に
配
分
す
る
方
式
が
と
ら
れ
て
お
り
、
単
な
る
碩
学
の
僧

の
取
り
立
て
で
は
な
く
、
行
人
・
諸
役
者
等
の
弱
体
化
と
表
裏
　
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
介
入
を
伴
う
秩
序
化

を
主
導
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
家
康
で
あ
り
、
そ
の
強
い
意
向
は
史
料
上
に
度
々
顕
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
排
除
方
針
は
惣
寺
の
抵
抗
を
う

け
、
最
終
的
に
は
行
人
や
公
人
・
諸
役
者
は
一
定
の
堪
忍
分
が
与
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
切
米
扶
持
と
さ
れ
、
寺
院
へ
の
所
属
を
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
が
展
開
す
る
中
で
学
僧
は
上
意
を
背
景
と
し
つ
つ
自
ら
の
地
位
を
強
化
し
て
い
き
、
学
問
を
～
つ
の
基
準
と
し

た
秩
序
が
固
ま
っ
て
い
く
。

①
『
新
訂
家
康
下
；
六
一
五
⊥
な
七
・
六
一
＝
頁
。
な
お
、
大
山
専
宛
の
も

　
の
は
、
他
と
日
付
が
異
な
る
点
、
家
康
没
後
に
秀
忠
の
継
目
朱
印
が
行
わ
れ
て
い

　
な
い
点
（
国
立
史
料
館
編
鋼
寛
文
朱
印
留
㎞
下
、
～
一
〇
三
号
の
先
回
記
載
に
よ

　
る
。
秀
忠
は
慶
長
年
聞
に
宛
行
状
を
発
給
し
た
寺
院
に
対
し
て
は
家
康
没
後
に
改

　
め
て
宛
行
状
を
発
給
す
る
こ
と
は
な
い
）
か
ら
秀
忠
発
給
の
可
能
性
が
あ
る
。

②
上
島
有
「
近
世
と
そ
の
後
の
東
寺
」
（
同
『
東
寿
・
東
寺
文
書
の
研
究
』
思
文

　
閣
出
版
、
一
九
九
八
年
）
八
｝
頁
導
引
の
写
（
三
密
蔵
一
四
三
函
一
＝
舌
写
）
に

　
は
「
判
扁
で
は
な
く
「
御
黒
印
扁
と
あ
る
。

③
㎎
新
訂
本
光
㎞
第
一
、
〔
慶
長
一
五
年
〕
一
〇
月
一
五
日
付
、
崇
伝
・
元
倍
連
署

　
状
案
（
東
寺
宝
厳
院
・
実
梱
寺
宛
）
、
二
四
頁
。

④
柚
田
善
雄
『
纂
藩
権
力
と
等
院
・
門
跡
』
（
前
掲
）
＝
ま
ハ
・
一
三
八
買
。

⑤
『
新
訂
本
光
幅
第
一
、
慶
長
一
六
年
七
月
二
八
昌
条
。
な
お
、
こ
の
検
地
が
寺

　
社
領
の
改
め
を
目
的
と
し
た
こ
と
は
門
松
井
家
譜
」
（
『
大
日
本
史
料
幅
一
二
－
八
、

　
五
五
三
頁
）
〔
慶
長
一
六
年
〕
九
月
二
九
日
付
、
板
倉
勝
重
書
状
案
。

⑥
「
義
演
」
慶
長
一
六
年
六
月
二
六
日
条
。

⑦
「
義
脚
」
慶
長
一
七
年
正
月
晦
日
条
。

⑧
「
雑
節
」
慶
長
｝
七
年
五
月
＝
日
条
、
二
六
日
条
。

⑨
『
新
訂
本
光
』
第
一
、
慶
長
一
七
年
七
月
一
六
日
豊
。

⑩
『
新
訂
本
光
』
第
　
、
〔
慶
長
一
七
年
目
七
月
一
六
日
付
馬
伝
書
状
案
（
東
寺
公

　
人
乗
珍
事
宛
）
、
二
六
七
頁
。

⑪
糊
新
訂
底
光
㎞
第
～
、
慶
長
～
七
年
七
月
；
百
条
。

⑫
史
料
の
状
態
が
思
わ
し
く
な
い
と
の
こ
と
で
原
本
の
調
査
は
行
な
っ
て
い
な
い

　
が
、
第
四
条
の
半
ば
ま
で
は
同
誌
に
掲
載
の
写
真
に
よ
り
翻
刻
を
改
め
た
。
第
五

　
条
の
門
隆
」
は
本
来
は
「
殿
扁
で
あ
っ
た
も
の
と
判
断
し
傍
注
を
加
え
た
。

⑬
「
義
演
」
慶
長
＝
ハ
年
五
月
＝
百
条
。

⑭
「
義
演
漏
慶
長
一
六
年
六
月
二
四
目
粂
。

⑮
『
新
訂
本
員
睡
第
一
、
慶
長
＝
隔
年
＝
月
九
日
条
。

⑯
『
新
訂
本
光
』
第
一
、
慶
長
一
六
年
＝
一
月
二
一
日
条
。
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⑰
隅
新
訂
本
光
㎞
第
一
、
慶
長
一
七
年
三
月
一
〇
二
条
。

⑱
　
噸
大
田
本
古
文
書
　
醍
醐
寺
文
書
㎞
六
二
九
号
。

⑲
『
談
山
神
社
古
文
書
集
成
㎏
（
小
林
写
真
工
業
製
作
、
二
〇
〇
へ
年
）
八
八
○
号
、

　
九
月
八
日
付
大
久
保
長
安
書
状
井
九
月
一
八
矯
付
閑
室
元
倍
書
状
案
。
多
武
峯
領

　
が
問
題
と
な
っ
た
慶
長
～
六
年
以
降
、
閑
室
元
倍
が
没
す
る
慶
長
一
七
年
五
月
以

　
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
慶
長
一
六
年
に
比
定
で
き
る
。

⑳
　
㎎
談
山
神
社
古
文
香
集
成
㎞
八
八
七
号
、
〔
慶
長
一
六
年
〕
一
一
月
一
〇
日
付
林

　
蔵
主
・
与
蔵
主
連
署
状
。
発
給
者
は
閑
竈
元
倍
の
内
衆
で
あ
る
。
本
章
前
掲
注
⑲

　
と
同
じ
理
由
に
よ
り
慶
長
～
六
年
に
比
定
す
る
。

⑳
　
『
新
訂
本
光
㎞
第
一
、
慶
長
一
七
年
三
月
八
日
条
・
一
〇
日
計
。

⑳
　
噸
新
訂
本
光
㎞
第
一
、
慶
長
～
七
年
三
月
～
○
銀
盤
。

㊧
　
引
用
外
の
部
分
に
三
月
一
七
日
に
駿
府
に
て
秀
忠
へ
御
礼
を
行
っ
た
と
あ
り
、

　
藤
井
譲
治
「
徳
川
秀
患
の
居
所
と
行
動
」
（
同
編
欄
近
世
前
期
政
治
的
主
要
人
物

　
の
居
所
と
行
動
㎞
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
調
査
報
告
三
七
、
一
九
九
四
年
）

　
か
ら
慶
長
～
七
年
に
比
定
で
き
る
。

⑳
　
咽
薪
訂
本
光
㎞
第
一
、
慶
長
｝
七
年
六
月
一
〇
二
条
。

⑮
　
「
多
武
峯
寺
雑
記
」
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
門
華
重
要
略
扁
第
六
九
）

　
一
七
年
四
月
条
。

＠　op　＠＠＠＠　oo　aj　＠＠　op

本
章
前
掲
注
⑭
に
同
じ
。

「
多
武
峯
寺
雑
記
」
。

『
談
山
神
社
古
文
書
集
成
㎞
四
一
六
号
。

「
多
武
門
寺
雑
記
」
。

『
孤
山
神
社
古
文
轍
口
集
成
』
～
二
六
〇
・
三
六
一
口
万
。

『
新
訂
本
光
』
第
二
、
慶
長
一
九
年
正
月
六
日
条
。

『
新
訂
本
光
㎞
第
二
、
慶
長
一
九
年
三
月
～
入
日
条
。

杣
田
善
雄
『
幕
藩
領
主
と
寺
院
・
門
跡
㎞
（
前
掲
）
＝
童
画
・
＝
二
八
頁
。

『
新
訂
本
曲
』
第
二
、
慶
長
一
九
年
四
月
五
日
条
。

『
薪
訂
本
読
』
第
三
、
慶
長
二
〇
年
正
月
八
日
条
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
に
よ
り
翻
刻
を
一
部
改
め
た
。

慶
長

慶長期における徳用家康の寺院政策（林）

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
慶
長
期
に
お
け
る
寺
領
内
へ
の
学
問
料
設
定
に
着
目
し
、
学
問
・
仏
法
の
興
隆
を
基
調
と
し
つ
つ
展
開
し
た
近
世
初
期
に
お
け
る

寺
院
政
策
の
旦
ハ
体
的
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
最
後
に
論
点
を
整
理
し
、
若
干
の
展
望
を
示
し
た
い
。

　
関
ヶ
二
合
戦
後
の
家
康
は
、
豊
臣
期
の
寺
僧
に
対
す
る
学
問
奨
励
と
い
う
方
向
性
を
継
承
し
、
寺
院
政
策
を
展
開
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
個

別
寺
院
法
度
の
制
定
と
と
も
に
採
ら
れ
た
具
体
的
方
策
の
ひ
と
つ
が
学
問
料
の
設
定
に
よ
る
学
僧
へ
の
寺
領
集
中
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
が

対
象
と
し
た
の
は
興
福
寺
、
高
野
山
、
東
大
寺
、
東
寺
、
醍
醐
寺
、
多
寡
峯
、
天
龍
寺
・
相
国
寺
・
建
仁
寺
・
東
福
寺
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
申

世
以
来
顕
密
禅
の
中
心
で
あ
っ
た
大
寺
院
で
あ
る
。
本
稿
の
最
初
に
要
約
し
た
よ
う
に
杣
田
老
の
研
究
で
は
非
積
極
的
な
寺
院
行
政
像
が
描
き
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だ
さ
れ
た
が
、
氏
の
指
摘
す
る
通
り
中
小
規
模
の
寺
院
に
対
し
て
は
政
策
的
に
統
制
す
る
意
識
は
希
薄
で
あ
っ
た
も
の
の
、
右
の
よ
う
な
置
字

禅
の
枢
要
な
寺
院
は
政
権
か
ら
直
接
政
策
対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
点
に
お
い
て
「
新
仏
教
」
系
の
宗
派
を
「
八
宗
」
に
組
み
込
み
、
法
華
宗
寺
院
に
対
し
て
も
学
問
へ
の
専
念
を
命
じ
た
、
諸
宗
一
律
の

傾
向
の
強
い
豊
臣
期
の
寺
院
政
策
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
も
っ
と
も
法
華
宗
や
真
宗
は
概
し
て
朱
印
地
が
小
規
模
で
あ
り
、
そ
の
た
め
寺
領

を
介
し
た
政
策
が
採
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
元
和
元
年
の
宗
派
毎
の
寺
院
法
度
は
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
徳
川
政
権
初
期
の

学
問
・
仏
法
興
隆
を
基
調
と
す
る
政
策
に
お
い
て
は
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
対
象
の
限
定
は
あ
る
も
の
の
、
寺
院
毎

の
実
態
を
把
握
し
、
そ
れ
に
即
し
た
か
た
ち
で
介
入
し
て
い
る
点
で
豊
臣
期
に
比
べ
て
徳
川
初
期
の
政
策
は
質
的
に
は
深
化
し
た
も
の
と
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
か
る
学
問
料
に
つ
い
て
は
関
ヶ
原
合
戦
直
後
の
時
期
と
慶
長
一
〇
年
代
半
ば
以
降
で
は
設
定
方
法
に
段
階
差
が
見
ら
れ
る
。
当
初
は
寺
内

秩
序
の
混
乱
の
た
め
に
政
権
へ
と
持
ち
込
ま
れ
た
相
論
の
裁
許
を
契
機
と
し
、
修
理
料
や
家
康
の
新
規
給
与
分
な
ど
を
利
用
し
て
設
け
ら
れ
て

い
る
が
、
慶
長
一
〇
年
代
後
半
に
は
家
康
の
側
か
ら
対
象
寺
院
に
命
じ
て
行
人
や
公
人
・
諸
役
者
な
ど
を
寺
領
か
ら
切
り
離
し
、
そ
の
知
行
を

碩
学
の
僧
へ
配
分
し
、
あ
る
い
は
学
僧
養
成
の
た
め
に
転
用
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
学
問
料
の
設
定
は
幕
府
権
力
の
強
力
な
介
入
を
伴

う
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
か
か
る
変
化
は
家
康
が
豊
臣
氏
の
「
大
老
」
と
し
て
の
立
場
か
ら
脱
し
、
独
自
の
政
策
を
展
開
し
う
る
権
力
段

階
に
達
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
慶
長
　
三
年
か
ら
一
五
年
の
は
じ
め
に
か
け
て
家
康
の
信
頼
を
得
、
古
義
真
雷
寺
院

を
掌
握
し
う
る
法
度
を
獲
得
す
る
ま
で
至
っ
た
遍
照
光
院
頼
慶
の
主
張
の
影
響
も
想
定
し
て
お
き
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
右
の
よ
う
な
世
俗
政
治
権
力
に
よ
る
寺
領
を
鼠
子
と
し
た
介
入
を
可
能
に
す
る
上
で
決
定
的
な
前
提
の
転
換
と
な
っ
た
の
は
、
豊

臣
期
の
検
地
等
に
伴
う
領
知
の
再
編
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
寺
院
が
独
力
で
獲
得
・
維
持
す
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
寺
領
は
、
圧
倒
的
な
優
位
性

を
も
つ
世
俗
権
力
か
ら
給
与
さ
れ
る
も
の
へ
と
性
格
を
変
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
形
成
さ
れ
た
関
係
を
象
徴
的
に
示
す
の
が
寺
社
領
宛

行
状
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
慶
長
期
の
寺
院
政
策
に
お
い
て
は
、
判
物
や
朱
印
状
に
よ
っ
て
徳
川
政
権
の
領
知
体
系
に
正
式
に
組
み
込
ま
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慶長期における徳川家康の寺院政策（林）

れ
る
中
で
法
度
が
定
め
ら
れ
、
同
時
に
学
問
料
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
多
武
峯
で
は
寺
内
改
革
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
政
権
が
確

認
し
た
の
ち
に
秀
忠
の
継
目
判
物
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
宛
行
状
発
給
は
寺
院
政
策
の
な
か
で
効
果
的
に
機
能
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
積
極
的
な
介
入
を
伴
う
慶
長
一
〇
年
代
後
半
の
学
問
料
政
策
が
推
進
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
家
康
の
上
意
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

学
問
料
設
定
に
至
る
経
緯
か
ら
は
、
寺
院
側
と
折
衝
す
る
奉
行
人
・
出
頭
人
の
対
応
と
は
異
な
る
家
康
の
行
人
や
諸
役
者
の
排
除
に
対
す
る
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
意
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
周
知
の
通
り
当
該
期
の
家
康
は
教
学
へ
の
関
心
を
強
く
抱
い
て
お
り
、
～
切
経
を
収
集
し
、
ま
た
、
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

康
自
身
の
意
向
を
強
く
反
映
す
る
か
た
ち
で
頻
繁
に
御
前
論
義
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
の
御
前
論
義
は
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
学
問
・
仏
法

の
興
隆
が
図
ら
れ
て
い
る
寺
院
の
学
僧
を
多
く
招
く
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
家
康
は
申
世
に
お
い
て
正
統
の
位
置
に
あ
っ
た
顕
密
禅
宗
を
興

隆
し
、
そ
れ
ら
を
総
麓
す
る
立
場
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
慶
長
一
〇
年
代
後
半
の
顕
密
禅
宗
の
申
心
的
寺
院
に
対
す
る
政
策
は
強
権
的
な
介
入
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
か
か
る
幕
府

権
力
に
よ
る
介
入
は
必
ず
し
も
政
権
側
の
独
善
的
な
政
策
で
は
な
い
。
山
上
下
僧
衆
の
御
払
い
を
命
じ
ら
れ
た
際
に
、
義
演
が
「
御
厚
恩
匝
述

禿
筆
」
（
門
史
料
八
】
）
と
述
べ
た
よ
う
に
、
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
寺
院
上
層
部
の
要
請
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ

寺
院
上
層
部
は
政
権
の
学
侶
取
り
立
て
の
方
針
を
背
景
に
法
度
を
定
め
る
な
ど
自
ら
を
中
心
と
す
る
寺
内
秩
序
を
確
立
し
て
い
く
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
寺
院
上
層
部
の
虜
律
的
な
動
き
に
よ
っ
て
学
問
を
一
つ
の
基
準
に
秩
序
化
が
な
さ
れ
、
他
の
寺
内
集
団
に
対
す
る
学
侶
の
優
位
性
、

ま
た
学
侶
の
中
で
も
碩
学
の
僧
へ
の
権
限
集
中
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
徳
川
初
期
の
寺
院
政
策
に
よ
っ
て
、
勤
行
と
は
別
の
も
の
と
し
て
豊
臣
期
か
ら
寺
院
に
求
め
ら
れ
た
学
問
は
近
世
を
貫
く
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

念
の
一
つ
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
近
世
の
教
学
研
究
の
昂
揚
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ま
た
、
本
稿
で
は
対
寺
院
の
側
面
に
限
定
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
典
籍
の
蒐
集
・
刊
行
や
、
豊
臣
期
以
来
の
公
家
衆
に
対
す
る
家
業
・
学
問
の

　
⑤

奨
励
と
い
っ
た
近
世
初
期
に
お
け
る
幅
広
い
学
問
興
隆
へ
の
政
策
的
動
向
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は

後
考
を
期
し
た
い
。
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①
噸
大
日
本
史
料
㎞
＝
本
割
、
慶
長
～
三
年
一
二
月
一
九
日
条
、
置
網
』
＝
丁

　
六
、
慶
長
一
四
年
三
月
一
四
日
条
。

②
門
門
原
理
「
徳
川
家
康
と
天
台
論
義
」
（
同
噌
徳
川
家
康
神
格
化
へ
の
道
甑
吉

　
川
弘
文
館
、
　
一
九
九
山
ハ
年
）
。

③
近
年
の
も
の
と
し
て
は
、
西
村
玲
「
教
学
の
進
展
と
仏
教
改
革
運
動
」
（
噸
新
ア

　
ジ
ア
仏
教
史
一
三
日
本
H
　
民
衆
仏
教
の
定
着
』
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
。

④
川
瀬
～
馬
『
増
補
古
活
字
版
之
研
究
』
上
・
中
・
下
（
日
本
古
書
籍
商
協
会
、

　
一
九
六
七
年
）
。
小
野
則
秋
「
徳
川
家
康
の
文
献
政
策
と
そ
の
影
響
」
（
『
佛
教
大

　
学
研
究
紀
要
』
五
七
、
～
九
七
三
年
）
。

⑤
橋
本
政
宣
門
豊
臣
政
権
と
公
家
衆
の
家
業
」
（
『
誉
状
研
究
』
＝
、
一
九
九
三

　
年
）
、
同
「
江
戸
幕
府
と
公
家
衆
の
家
業
」
（
㎎
国
史
学
㎞
　
一
七
一
、
二
〇
〇
〇
年
〉

　
い
ず
れ
も
の
ち
岡
『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）

　
に
収
録
。
山
口
和
夫
門
近
世
の
家
職
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
近
世
四
、
岩
波

　
害
店
、
一
九
九
五
年
）
。
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〔
付
記
〕

本
稿
は
二
〇
一
二
年
二
月
の
奈
良
歴
史
研
究
会
例
会
で
の
報
告
を
も
と
に
作
成
し
ま
し
た
。

示
を
賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

当
日
ご
参
加
の
み
な
さ
ま
に
は
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
教

（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
）



passages　that　are　equivaient　of　expJanatory　notes　of　the　Nikon　shoki　were

included　in　tke　19th　fascicle．

　　IR　addition，　one　can　deduce　the　fact　that　the　compilers　of　the　Nihon　shoki

strove　as　much　as　possible　to　include　only　the　lineage　with　the　strongest

possibility　of　beiRg　correct　in　the　main　section　（although　there　were　some

exceptions）　when　includiRg　multiple　lineages　of　imperial　offspring．

　　Finally，　regarding　the　period　of　the　compilation　of　the　Nihon　shoki，　it　can

be　said　that　the　geReral　understanding　has　been　that　it　was　carried　out

iRtermittently　over　a　lengthy　period　from　the　reign　of　Ernperor　Sh6mu　to

that　of　Sh6gen．　However，　the　multiple　lineages　of　imperial　offspring　in　the

entry　for　the　second　month，　tsuchinoe－tora，　of　Tencki　7　（668）　of　the　Nihon

∫加痂，cannot　be　neglected　as　long　as　one　pursues　this　prob玉em、　Judging　from

the　form　of　these　lineages，　it　is　possible　to　discern　that　there　arose　confusion

amoRg　the　compilers　of　the　iVihon　sJtohi　regarding　whether　Prince　Takeru

should　be　inciuded．　Nevertheless，　in　regard　to　the　problem　of　Prince　Takeru，

it　could　have　easily　been　solved　by　consultiRg　his　elder　sister　Jit6．

Ultimately，　it　can　be　made　clear　that　the　27th　fascicle，　which　includes　the

Iineage　concerned　with　Takeru，　was　edited　after　the　death　of　Jit6　in　the　12th

month　of　Taih6　2　（702）．　ln　addition，　concerning　two　records　from　the　close　of

the　7th　century　that　have　heretofore　been　thought　to　be　related　to　the

compilation　o負he八励。πshoki，　it　would　be　more　prudent　to　consider　them

separately　to　understand　the　problem．　As　a　result，　weighing　these　factors　in

terms　of　the　compilation　of儘e八励。πshoki，　the　work　should　probably　be

judged　as　having　been　begun　under　rubric　of　the　Taih6　legal　system

Tokugawa　leyasu’s　Policies　toward　the　Temples

　　　　　　　　　　　　during　the　Keich6　Era

by

HAYASHI　Akihiro

　　Since　the　time　of　Tsuji　Zennosuke，　the　early－modern　policy　toward

Buddhist　temples　has　been　understood　in　terms　of　control　by　the　shogunal

regime．　ln　contrast，　Somada　Yoshio　argued　that　policy　toward　the　temples

was　a　passive　one　premised　on　maneuvering　by　the　temp｝es　and　denied　that

（　821　）



it　was　one　of　unilateral　control，　and　he　also　argued　that　the　key　element　of

the　policy　towards　temples　was　the　promotion　of　scholarship　and　Buddhism

itself．　This　article，　while　based　on　Somada’s　findings，　chiefly　considers　that

aspect　of　the　policy　establishing　gakztmon2　yO　〈property　rights　awarded

monks　to　promote　scho｝arship）　in　temple　lands　that　was　implemented

concretely　to　promote　scholarship　and　Buddhism，　during　the　Keich6　era

（1596－1615）　following　the　Batt｝e　of　Sekigahara．

　　The　temples　that　were　rewarded　gakumonryo一　were　K6fukuji，　K6yasan，

T6daiji，　T6ji，　Daigoji，　T6nomine，　TenryUji，　Sh6kokuji，　Kenninji，　and　T6fukuji’，

and　thus　the　objects　of　the　policy　were　chiefly　large　temple　complexes

associated　with　esoteric　and　exoterie　Buddhism　or　Zen．　The　ruling　regime’s

policy　of　requiring　scholarship　by　the　monks　had　been　initiated　during　the

Toyotomi　period，　and　the　emphasis　on　scholarship　in　the　early　stage　of　the

Tokugawa　was　a　continuation　of　that　approach．　URIike　the　Toyotomi－era

policy　that　was　directed　at　many　sects，　including　temples　of　what　has　been

called　the　New　Buddhism　of　the　Kamakura　period，　in　the　early　stage　of　£he

Tokugawa　the　objects　of　the　policy　were　more　limited，　but　the　policy　can　be

appreciated　in　terms　of　the　fact　that　it　was　deve｝oped　and　grew　more　deeply

in　accord　with　the　realities　on　the　temples．

　　The　gakumonryo““　policy　was　first　instituted　immediately　after　the　Battle　of

Sekigahara　in　places　where　it　was　easiest　for　the　Tokugawa　regirne　to

iRtervene，　such　as　in　regard　to　temple　property　that　had　been　newly

commended　by　Tokugawa　leyasu　or　by　uslng　the　opportunity　of　inter－

temp｝e　disputes　over　property　as　a　preparatory　cost．　By　Keichd　le　when

Ieyasu　had　succeeded　in　establishing　his　authority　to　a　certain　degree，　in　the

regulations　directed　at　Enryakuji　and　Miidera　it　was　specifled　that

unlearned　monks　were　to　be　expelled　from　the　temple，　and　the　scholar　monk

Raikei　of　Henj5k6－in　on　K6yasan　insisted　that　£emple　property　should　be

devoted　to　scholar　monks　and　thus　a　reformation　had　begun　to　occur　in　Old

（1〈ogD　Shingon　sect　temples．　Having　gone　through　these　developments，　the

ternple　proPerty　for　the　gahumon7　yO，　which　had　previously　been　allotted　to

gyo－nin　（those　monks　charged　with　the　management　of　a　specific　temple　hall

whose　training　was　devoted　to　conducting　the　offerings　services　to　the

principal　worship　object　there），肋π勿（lower。rank量ng　officials　in　charge　of

various　operations　at　large　temple　complexes），　and　even　lower－ranking

officials　of　temples，　called　shの，aleusha，　was　confiscated　and　redistrlbuted　to

learned　scholar　monks　in　a　shift　to　active　intervention　in　the　latter　half　of

the　decade　of　Keich6　le．　This　kiRd　of　policy　intervention　and　the　reaction　to
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it　by　scholar　monks　promoted　the　formation　of　an

future　standard　for　scholarship．

order　that　became　the

（　819　）


